
女性医師支援制度
～病児・病後児保育～

社会医療法人宏潤会 大同病院

大同こども総合医療センター

水野 美穂子



子育て支援制度

・短時間勤務 フレックスタイム

・時間外勤務や当直を免除

・院内保育所や病児保育制度

・学会場での託児制度 etc

39 69.6%

43 76.7%

51 91.1%（保育）
19 33.9%（病児）

愛知県内 臨床研修病院56施設 「ある」と答えた施設



社会医療法人宏潤会

大同病院について

1939年 設立 （設立80周年）404床 35診療科

職員総数 1､200名

常勤医師数 135名 （女性医師35名）

初期研修医 9名

副院長8名中3名が女性

その人の誕生前から最期まで 診療・ケア・安心を提供する。

地域No1の高度急性期病院になる。

そのために 我々職員が心身ともに健康であること。



大同病院の女性医師支援対策

H18年

•女性医師支援のための 「短時間常勤医」

「時間外、宿日直免除」 制度導入

•看護師専用だった託児所の医師利用（24時間）開始

H26年

「大同こども支援センター」オープン

24時間院内保育

病児保育室開設 全職員利用可能



大同保育室
おひさま

ひだまり病児保育室



保育室の実績

0 20 40 60 80

3月

4月

0歳児 0－1歳児 1－2歳児

大同保育室 「おひさま」 定員69名

平成30年度

0歳児から預かり →産休明けの復帰者が増加。



病児保育・実績

⚫ 名古屋市病児病後児支援事業へ登録

⚫ 生後6カ月から12歳までが対象

⚫ 麻疹・流行性角結膜炎以外の疾患が対象

⚫ 職員の児は定員上限なし

⚫ 職員の子どもは全員対象、職員以外も地域から受け入れ

例：男性医師・男性職員も利用可能

⚫ 台風など警報発令時は 病児以外も預かり

2018年度 病児保育預かり実績

1,436人/年 （5.7人/日 MAX14人）



病児保育の効果（医師）

⚫医師の仕事のサポート →仕事を休まなくてすむ

保護者である医師の代わりに受診、処置のつきそい 点滴

⚫ 確実に預かる。

安心して仕事を開始できる。預け先を探す必要がない。

⚫ 男性医師も預けることが可能

他病院に勤務医する妻（女性医師）支援

「手厚いサポート体制があったから 私は働き続

けることができた」



今の大同こども総合医療センター

常勤医指数 14 名

新入院患者数 2890 名/年

救急センター受診者数 12,000 名/年

平成26年7月
NICU開設

NICUからPICU
小児在宅医療まで
24時間365日小児救急

令和4年10月
重症心身障害児施設開設



大同病院小児科医師数
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女性医師支援開始

全常勤医師数 2009年 60名→ 2019年 135名 女性医師35名



最大のピンチ 平成20年

⚫ 平成16年からの臨床研修制度

⚫ 病院小児科医の集約化の動き

⚫ 大同病院 小児科が集約化の対象に！

⚫ 常勤医師6名→3名

絶対に業務を縮小しない!!
3人で死に物狂いでがんばった。救急も入院もやめない。

医局だよりに「育児をしながら常勤医師で働きませんか？」 と掲載

女性医師から大反響 2名がすぐに応募

普通は・・・
救急受け入れ中止
入院受け入れ中止など
業務の縮小が一般的

以後 医局から男性医師の派遣は一度もない。



愛知県内で最も多い

入院患者数、救急患者数
なぜ 疲弊しない？

大同病院 小児科は



「おたがいさま」 の精神で

◼ 複数主治医制

◼ 24時間365日当直体制

◼ 体調不良 家庭の事情 学会出張などは男女関
係なくカバーする

◼ どれだけ忙しくても休日確保（夏休み1週間）

◼ 妊娠・出産は当たり前 なるべく早く復帰。

◼ 男性医師も 出産休暇 育児休暇取得可能

柔軟な発想で
自分たちが働きやすい制度を作った！



先輩の背中を見て

⚫妊娠中・育児中は当直免除 代わりに日直

⚫産休後はなるべく早く復帰する。 出産後3か月で
復帰

⚫働き方を選択する。 勤務日数 勤務方法

・4日間常勤（病棟勤務あり）

・予防接種センター 、在宅診療部などの常勤

・外来常勤＋健診業務＋幼保育園の嘱託医など

⚫学会に参加する。専門医を取得する。

出産後辞める医師はいない。
先輩がいるからがんばれる。後輩の大変さがわかる。



働き方改革

医師の働き方改革

１．残業時間をなるべく減らす＝時間内に仕事を済ませる工夫

いかに日勤帯に仕事を集中させるか

女性医師の活躍の場

２．働く仕組みを変える。考え方を変える

精神的な疲弊感を軽減する。

例：休日を必ずとる。 複数主治医制で自分一人で抱えない

時間外労働上限 年間

A水準 960時間

B水準 1860時間



多くの考え違い

⚫ 女性医師が多いと出産・育児休暇があるので困る

働きやすい職場なら必ず復職する

働きにくい職場は男性医師も去る

⚫ 短時間勤務は同僚に負担がかかる。増員してほしい

医局からの医師の派遣はないと思ったほうが良い

短時間勤務医師の働きは貴重

⚫ 疲弊するので仕事を減らす

仕事を減らしても改善しない。働く仕組みを変えなければ

変わらない



発想の転換



大同病院 小児科の 当直体制

部長

中堅

若手医師

普通は 育児卒業
実力・能力

体力

育児中基本的に
部長も若手も同じ回数当直
当直免除者は日直 日直



時代は

“女性が働くことは当たり前”

子育て支援制度が生きてくる

子育て支援制度を整えるだけでは女性医師は仕事を続けられない。

しかし 仕事を継続しようと思っている女性にとって大きな味方になる。



多様性を認める Diversity

人にはそれぞれ事情がある。能力もモチベーションも異なる。

それを認めながら 個々が成長する。



愛鍮暴医師会 鶏

愛知県医師会・名古屋市医師会

新研修医並びに指導医ウエルカムパーティ

第一部 講習会

日時:令和元年5月 25日 (上 )可 7iOO～
場所:ANAクラウンプラザホテル

グランコート名古屋 5階 ロエズルーム

司 会  愛知県医師会  理事   伊 藤 健 一

I.開 会

Ⅱ.挨 拶 愛知県医師会  会長   柵 木 充 明

名古屋市医師会  会長   服 部 達 哉

Ⅲ.医師会概要

愛知県医師会  理事   樫 尾 富 二

名古屋市医師会  理事   西 村 賢 司

Ⅳ.請習会

演題 :「初期臨床研修医に必須の保険診療の知識」
東海北陸厚生局 局長   堀 江  裕 様

V.閉 会 名古屋市医師会  副会長  山 根 則 夫

128

愛知県医師会役員 17

名古犀市 医師会役 員 21

38

参加数役職

病院長 5

25指導医

95研修医

その他 3

後 援  一般社団法人愛 知 県 病 院 協 会



愛知県医師会・名古屋市医師会

新研修医並びに指導医ウエルカムパーティ

第二部 懇親会

I 開
△
泰

日時 :令和元年5月 25日 (上)18:30～

場所 :ANAクラウンプラザホテル
グランコート名古屋 7階 ザログランコート

司 会  名古屋市医師会 理事  西 村 賢 司

愛知県医師会  副会長 城  義 政

愛知県医師会  副会長 市 ,II朝 洋

歓  談

Ⅱ.挨 拶

Ⅲ.乾 杯

Ⅳ.閉 会 名古屋市医師会 副会長 加 藤 政 隆



愛医発第     号

令和元年○○月○○日

臨床研修指定病院 病院長 様

公益社団法人 愛知県医師会

会長  柵 木 充 明

医師法に基づく臨床研修医の医師会への入会について

平素は本会会務に格別のご理解、ご協力を賜 り厚 くおネL申 し上げます。

また貴職はじめ役職者、部長等の先生方の医師会への入会につきましては、格段のご配

慮を頂いてお りますことに感謝申し上げます。

平成 27年度に、日本医師会は医師法に基づく研修医 (C会員)の会費減免 (無料化 )

を決定いたしました。これにならい、愛知県医師会、郡市区医師会でもC会員の会費無料

化を決定 してまい りました。これは明日の医療を担 う研修医に対 して、医師会員 となつて

いただき、医師が果たすべき社会的役割の広 さ、大きさを認識 していただければ、研修終

了後も医師会会員 として医師会活動に参画 してもらえるものと期待 しているところであり

ます。

これらのことを鑑み、貴院で臨床研修を行っている先生方にこの機会に是非医師会へご

入会いただきたいと考えてお ります。

つきましては、本会より貴院事務局宛、入会のお願い、入会申込書、案内パンフレット

(ド クタラーゼ)をお送 りさせていただきますので、貴職の格段のご高配を何卒よろしく

お願い申し上げます。

担 当 :総務部総務課

TEL : 052--241--4151

FAX : 052--241--4180

E―Mail : syomuOaichi.med.or.jp



臨床研修医の皆様ヘ

医師会への入会のお願い

時下ますますご清祥のことと存 じます。

研修医の先生におかれましては医師としての責任の重さを感 じつつ、各科での新 しい知識、

技術の習得に日夜邁進 しておられることと思います。病院における外来、入院の高度の専門治

療は非常に重要でありますが、その後の地域での健康管理、病診連携もますます大切になって

きています。また、超高齢化社会の中で高騰する医療費問題への対応、国民の健康を守る医療

保険制度の維持のため国や地方自治体への働きかけもしていかなければなりません。

これらのことを行っていくのが医師としての専門職の団体である 「医師会」であります。

病院で働 く医師も開業 している地域の医師も、共に国民の健康を守 り日本の医療を支えていく

ため協力 し合わなければなりません。

日本医師会では新 しく医師になられた研修医の先生全員に医師会に入会 していただきたいと

考えています。医師会への入会にあた り、活動内容については 「DOCTOR― ASE(あ な

たと医師会)」 の冊子を是非お読みいただきたいと存 じます。

医師会には本来入会金 。年会費が必要ですが、この度、医師法に基づく臨床研修医の先生方

は入会金及び年会費を減免 (無料化)して入会 していただけるようになりました。

つきましては、病院勤務医も地域の開業医も医療を担 う専門職の一員 として共に力を合わせ

て日本の医療を支えていきたいと思つてお りますので、研修医の先生全員の医師会加入を是非

お願いいたします。

なお、入会の申し込みにつきましては、裏面をご参照の上、お勤めの病院事務局までご提出

くださいますよう重ねてお願い申し上げます。

令和〇年○○月

公益社団法人 愛知県医師会

会長 柵 木 充 明



令和元年○○月○○日

臨床研修病院事務局の方ヘ

研修医の医師会入会申込書のとりまとめについて

公益社団法人 愛知県医師会

平素は本会業務にご協力いただきまして大変感謝 してお ります。

この度、医師法に基づく臨床研修医の医師会入会にあた り、日本医師会・愛知県・郡市区

医師会 とも入会金。年会費の減免 (無料化)を決定いたしました。

つきましては研修医の入会手続きにあた りまして、下記の通 りお願いしますので、貴職

の格段のご理解 とご協力の程何卒よろしくお願いいたします。

なお、病院長及び研修医の皆様には別途依頼 してあります。

記

入会手続 きのフローチャー ト

①同梱の「入会のお願い」、「医師会入会申込書 (緑色・4枚複写)」 および 「入会案内冊

子 (DOCTOR― ASE、 あなたと医師会)」 を貴院でお勤めの研修医の方へ。

②研修医の先生方の 「入会申込書」を取 りまとめ。

③病院の所在地と所属医師会の市町村が一致しない地区もありますので確認。

④入会申込を提出された 「研修医一覧表J(別紙)の作成。

⑤一覧表へ病院長の確認印。

⑥日本医師会会費減免申請書 (研修医)の作成。

⑦貴院所属の研修医全員分の入会申込書の一括送付をお願いしたいと考えております。

なお、全員分が一括で揃わない場合は、お手数ですが書類が揃つている方々をまずご

送付いただき、後 日追加された方の分は追加一覧表を再度作成いただき、入会申込書

と併せて貴院の封筒等を用いて愛知県医師会へ送付。

必要書類 (送付書類 )

,入会申込書

・研修医一覧表

お問い合わせ先

愛知県医師会 総務部総務課

TEL:052-241-4151 FAX:052-241-4130
E‐ Mail:svollluCaichi.med.or.ip



研修医一覧表

【臨床研修指定病院記入欄】

下記申請内容に相違ないことを証明いたします。

令和   年   月   日

病 院 岳   印

申請者氏名 種 別 研修医期間 備考

1 C A②C 1年 目 2年 目

2 C A②C 1年 目 2年 目

3 C A②C 1年 目 2年 目

4 C A②C 1年 目 2年 目

5 C A②C 1年 目 2年 目

6 C A②C 1年 目 2年 目

7 C A②C 1年 目 2年 目

8 C A②C 1年 目 2年 目

9 C A②C 1年 目 2年 目

10 C A②C 1年 目 2年 目

11 C A②C 1年 目 2年 目

12 C A②C 1年 目 2年 目

13 C A②C 1年 目 2年 目

14 C A②C 1年 目 2年 目

15 C A②C 1年 目 2年 目

16 C A②C 1年 目 2年 目

17 C A②C 1年 目 2年 目

18 C A②C 1年 目 2年 目

19 C A②C 1年 目 2年 目

20 C A②C 1年 目 2年 目

※A②C会員とは日医医師賠償責任保険に加入した会員です。
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新線の候 曽古まいかがお過ごしでしようか ?

この度下記内容で茶話会を開催します。

是非ご傍力口ください★

公立西知多総合病院  久惑本浩子

も

令琴H元年 6月 6日 17:30～ 上8E30

公定面知多総合病院 2階食堂

奥様は女医 I?育株の楽しみ方

持続可能な私のフークライフデゞランス

茶話会

法改正を踏まえた、

女性医師の現1☆とこれから

紬き方の多様性

女性踵鶴をとりまく環境の掛ろ鏃lろ

～みんなちがあてみんないい～

畑多半路地域における女性医 e碩 支援懇談会

(主催 日本医a顧会女性医B頭支援センター)

山本真之臨床工学技士

日時

場 所

浅野麻塁奈医師

みんな

小出詠子医師



愛知暴医師会 瑾

勤務環境の整備に関する請習会

一医療界の働き方を考える一

日 時 :令和元年 10月 9日 (水)14時 OO分～ 16時 OO分
場 所 :栄ガスピル 5階栄ガスホール

主催 :′ム`益社団法人愛知県医師会

其催 :′ム`益社団法人日本医師会女性医師支援センター



勤務環境の整備に関する詰習会

一医療界の働き方を考える一

:令和元年 10月  9日 (水)14時 00分～ 16時 00分

:栄ガスビル 5階栄ガスホール

(名 古屋市中区栄三丁 目15番 33号 )

:開設者、管理者・事務長 等

:150名 (事前申込制 )

総合司会 :公益社団法人愛矢□県医師会理事

開  会

大 輪 汚 裕

2.主催者挨拶 塗益社団法人愛知県医師会会長   柵 木 充 明

3.講  演

I 「 働き方改革について ～女性医師のキャリアと働き方～ 」

講  師  ノム`益社団法人愛知県医師会副会長

市 川 朝 洋

Ⅱ 「 医師の働き方改革と設備等の特別償却について 」

講  師  森本社会保険労務士事務所

医療労務管理ア ドバイザー

森 本 智 恵 子

公益社団法人愛矢日県医師会理事   小 出 詠 子

:公益社団法人愛知県医師会

:公益社団法人 日本医師会女性医師支援センター

時

所

日

場

象

員

対

定

1

催

催

主

共

4.総括・閉会



医療機関における

働き方改革関連法の概要

令和元年10月 9日

公益社団法人愛知県医師会 副会長

市川 朝洋

働き方改革関連法(2018年 6月 29日 成立 )

目的

「働き過ぎ」を防ぎながら、「ワークロライフ・バランス」と
「多様で柔軟な働き方」を実現します

主な見直し内容

1.労働時間に関する制度の見直し

(1)長時間労働の是正 (時間外労働の上限規制の導入)

(2)労働時間の状況の把握の実効性確保

2.

3.

4.

1人 1年あたり5日 間の年次有給体暇の取得義務付け

月60時間を超える残業は割増賃金率を引き上げ

産業医・産業保健機能の強化

5.勤務間インターバル制度の導入促進

生



働き方改革関連法(2018年 6月 29日 成立 )

1労働Π奇間1と関する制度の見直し (労働基準法、労働安全衛生法)

(1)長時間労働の是正

時間外労働の上
H時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合

でも年720時間、単月100時 間未満 (休 日労働含む)、 複数月平均80時間 (休 日労働含む)を限度

に設定。 年間 6か 月まで

法律による
上限

(原則 )

年間6か月まで

法律による上限 (例外
・年720時間
・複数月平均80時間
(休 日労働含む)

・月100時間未満(休 日

労働含む)

2

大臣告示

上限なし

1か月45時間
1年360時間など

1日 8時 間
1週 40時間

1か 月45時間
1年360時間

1日 3時間
運ヽ40時間

医師】【
2か月

改正法施行5年後に、時間外労働の上限規制を適用。

具体的な上限時間等は省令で定めることとし～医療界の参加による検討の場において、規制の具体的あり方、

労働時間の短縮策等について検討し、結論を得る。

日労働時間の状況を省令で定める方法 (※ )により把握しなければならないこととする。

(労働
※◆後、

安全衛生法の改正)

の現認や客観的な方法による把握を原則とすることを定める

2019年 4月 1日 から適用 (医師以外)

2019年 4月 1日 から適用

2.1人¬年あたり5日 間の年次有給休暇の取得義務付け

(2019 4月 ～ )

労働者が自ら申し出なければ、
年休を取得できませんでした。

(例 :「

①時季指定

ユ
年休が成立 使用者労働者

そもそも、①の希望申出がしに

くいという状況がありました。

→ 我が国の年休取得率 :48B70/o

使用者が労働者の希望を聴き、

希望を踏まえて時季を指定。

年 5日 lま耳又聾

―

。

①時季の希望を聴取

ユ
一

…
中 H― _>

尋

←

望を踏まえ時季指定

(例 :「 Ott X日 に休ん
でください」)

与

③Ott X日 に年休が成立

労働者 使用者

3



3.月 60時間を超える残業は割増賃金率引上(2023年 4月 ～)

月60時間組の残熱割増賃金率

大企業は 50%
中小と業は 259も

(現在 ) (―

L

【中小企業の範囲】※医療法人に関する中小企業の範囲は以下のとおりです。

①出資持分のある医療法人については、出資の総額が5′ 000万 円以下または常時使用する労働者の数が100人 以下である場合に中小企業に

該当します。
②その他の医療法人については、常時使用する労働者の数が100人 以下である場合に中小企業に該当します。 4

月60時間超の残業割増賃金率

大企業、中小

X中小企業の割増策金率を引上げ

ともに 500/o

〔
1か月の時間外労働

1日 8時間・ 1週40時間
を超える労働時間 〕

60時間以下 ∞ 1時隠超

50。メち250/o大企業

25。/o 25勇中小企業

t

1か月の時間外労働

1日 3時間・1週40時間
を超える労働時間 〕

60欝m超60時間以下

50%大企業 25。/o

50%25。/O中小企業

4.産業医B産業保健機能の強化 (労働安全衛生法等)2019年 4月 ～

産
業
医
に
対
す
る

情
報
提
供
等

(安衛法)産業医への情報提供を事業者に義務付け。

(安衛則)提供を義務付ける情報は以下のとおり。

・健康診断、面接指導 (長時間労働及びス トレスチエツク)を実施後

の就業上の措置の内容等
・長時間労働者(80時間超の時間外・休日労働)の氏名、超過時間等

・労働者の業務に関する情報 (産業医等が健康管理等を行うために必

要と認めるもの)

(安衛則)事業者が与えなければならない産業医の具体的な権限を例示。

・事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。

・労働者から情報収集すること。

・緊急時に、労働者に対して必要な措置を指示すること。

・衛生委員会に対して調査審議を求めること。

(安衛則)産業医が勧告をしようとするときは、あらかしめ事業者の意

見を求めるものとする。

(安衛則)産業医の勧告について、衛生委員会への報告を事業者に義務

付け。

(安衛則)衛生委員会の意見及び当該意見を踏まえて講した措置の内容

等の記録・保存を事業者に義務付け。             5

産
業
医
の
権
限

の
明
確
化

産
業
医
勧
告
の

実
効
性
確
保



長時間労働者の健康確保の強化

拡充

《ガイドライン → 法律》

事業者が全ての労働者の

労働時間の状況を把握

《省働
産業医が長時F』労働者に
面接指導の申出を勧奨

《法律》
事業者が必要な情置に

ついて医師の意見を聴く

《法律》

事業者が医師の意見を

踏まえて措置を語じる

《法律》
事業者が医師による

面接指導を実施

6

拡充 。新規

《省令》
事業者が長時間労働者本人

へ通知 《80h/月超》

→ 8100《

→ 法律》

拡充

《省令》
長時間労働者が事業者に

面接指導の申出

《100-→ 80h/月超》

新規

《法律》
事業者が情置内容等を
産業医に情報提供

新規

《省令》
産業医が事業者から

意見を求める
(勧告を行う場合 )

《法律》
産業医が事業者に勧告
(必要があると認める場合)

《法律》
事業者が勧告内容と

語した指置を

衛生委員会に報告

団

5.勤務間インターバル制度の導入促進

「勤務間インターパル」とは?

1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上

の休息時間 (インタープuレ)を確保する仕組みです。

この仕組みを企業の努力義務とすることで、

十分な生活時間や睡眠時間を確保します。働く方々の

8時 17時     21時   23時

終業

8時  10時

了勤務終

7

残業

11時間 )ザ レ 始業 を

後ろ倒しに

インター 11

業ム
ロ

～

メ 終業 勤務終了

始業

始業



「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案J

(医療機関の規模別の適用関係 (料要))

規制の概要項 目名
それ以外の
医療機関

中小企業規模の

医療機関※

時間外労働
の上限規制

割増賃金率

年次有給体

労働時間の
状況の把握

産業医

原則として月45時間、年360時間等とす 医師を除きH32.4.ユ

る罰則付きの上限規制を導入する  から適用

月60時間を超える時間外労働に係る H35.4.1か ら適用
割塔賃金率を50%以上とする

10日 以上の年次有給休暇が付与され
る労働者に対し、5日 について、毎年時

季指定して与えなければならないとす

る(労働者が時季指定したり計画的付
与したものは除く)

省令で定める方法(現認や客観的な方
法となる予定):こより把握をしなければ
ならないとする

産業医が行つた労働者の健康管理等
に関する勧告の内容を衛生委員会に
報告しなければならないとする等

医師を除きH3と。4.1

から適用

(既に建用あり)

H3ユ.4.生から造用

H31.4.1から適用

‖3生 .4.ユから遭用
(ただし、産業医の選任義務のある労働者
数50人以上の事業場)

曜

【中小企業の範囲】※医療法人に関する中小企業の範囲は以下のとおりです。

①出資持分のある医療法人については、出資の総額が5,000万 円以下または常時使用する労働者の数が100人 以下である場合に中小企業に

については、常時使用する労働者の数が100人 以下である場合に中小企業に該当します。
該当します。

②その他の医療法人

【参考】働き方改革関連法リーフレット(厚労省)

厚生労働省

時間外労働の上限規制が導入

崎闘外労働の上熙について、月 45時 間 、 年 360時 間 を朦貝1と し、

臨崎的な特羽な事情がある場合で七年720購 闘 単月100崎簡未蒲 (倅a"mtll
悔倣月平均80埼聞 (件 B"●aむ )を霞腹に憎戯定する必豪があります。

お:1朧外第薇|び,上韓貌制につヽ モ歳朗したいS'尊
=労

尋奮出Pにアップし
=ヽ
した.

|

年次有綸休暇の確実な取得が必要です !

使用首は、10日 双上の年次有綸休瑕が付与される全ての労働者に対し、

毎年 5日 、時季を指定して有備休瑕を与える必要があります。
‐峙Fl旨鷲の仕方など 真常的な付与の■鞘,4鷲

'Fし
た礎■4癖 ←衛働台HPlこアップしとした。

ltr=ィ モ!rェ 伴ヰ 1ヽ争

"|='槃
士;こ■晰じ噴kc■ L■,争弾●1■|=_′ OtCi hゴ ゛

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の

不合理な待遇差が禁止されます !

饒同一企業肉において、

正規雇用労働者と非正規臓用労働者 (ナ←Ⅲタイア働山 ■醐 m'"景 ゅ ●●lの間て

基本給ゃ賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待週建が黙止されます
■徴正ユAの力Fに向Iナ モす唖など Hヽ魏の

'■
となる横韓争摩

=,範 `当

HPlこアップしとしモ.

掩行 :2010年 4月 1日 ～ X中 Jヽ企凛は、2020年 ■月 1日 ～

り

」

施h:2019年 4月 二日ヽ

2021年 4月 二日～施缶 :2020年 4月 1

メ【中小企準の鶴団】
医療法人に関する中小企撃の0感硬4は以下のとおりです。

0 出羹持分のある医療法人については 出資の構顔力(5′ 000万円以下又十す常鶯使用する
労働者σ)錬がloo人 以下である場合に中小企業に該当します.

0 その他の医療法人については 常時使用する労働者の安貨がユOO人 以下である場合に中小
企業に該当します。

★ 盛藪機れの働薔罵壇改et支豊するため、全

`H膚
黒に主a虫に■錢【二五Eは島務

環輩豪書支搬センターが段置きれており支援t,けることができます。

健顧で安心して働くことができる

快適な職場づくりを支攘します
●山瞬暉塩政Bの慮功事偶を知りたい

OB員のキャリアアップを■り、●とがいのある鞘Bに したい

0仕事と予育て ,介Bの獨立支担に取り組みたい

0曲輌田インター′ヽルを導入したい

0コ ストのと正化、横との鋤専化を田りたい

0自鵬で健える憎山虫・睛慮盆けないたろうか 等

各部題府県

E脳 務H塩改臼支領

センター

臣攣a“に
"化

した費狙樹瞬として,E々 の医aむ口の
ニーズに応して 椰anなサポートをします。 議

「働き方11こ臨する欝綱 ,お構みは 【各禅追衛巣医療鋤務4塊改善支援センタター】ヘ

改正法の鮮組は厚生労働省‖p『「働き方改革Jの実現に向けてじをご麓ください。

41111:ノ rヽ4ど ww.ぃ 1“ 1翠 .(ぅ o‐ユPノ 手r/■●Is、 LIl11■

“

11■プ1)“ 部YO/OaCol■ 争122.れ iヽlエ

お鍾軽にご相陵ください

"DttB梱
鎮・宝a]―テー

各労働E諄離日暇

騒
時閉外

"い
の上簗嘲 や年女有お休昭などに関する網いに応じよす

各毎連府県労働局 正爛■用

"贈
と非正翔層用

"●
旧 (パーⅢタイム

"●
雪 有朗層阿

勢04,環 B"●■)のBの不台Bな命るとの磨璃に,する佃讀に痣

1謹称ェ離 .,鼓ぃばガヽ・…・ば単Ⅲou

E― 班 ― 撮
"蟻

向

相 談 窓 日 の ご 案 内



【参考】働き方改革関連法リーフレット(日 医)

管理監督著E 衝君重節,事 務貫
'ど

ど

霞領牲関の観鎮 1よ 病床散でlBお く、労働善数馨で判断します。

田臨耗薦線鑑愚鯨鴛iる。  □4S ttNO cheよ

口 縦喜鮒謝歴留隅亀,

団 夢獄″露翼騒|〓配鶏舒
脇t

閣 議盤織 篭
員力faいてぃるため、

働 機森″必里なの部縮 だtB描、顧出している。 □IS ttNO i ched

a崩痛姦崩とおよ革島航 品とう五占ヤどξ□ヽむ 。ヘ

ひとつでも「NOJ力fあれば注憲が必要です。鮮しくは中をチェックr

□VES□N0

□VES□N0

□YES□NO I

◇ヘ

Cheよ

②ヘ

さつそくチェックしてみましょう!

ケジュールを確盟しましかう

p

L

2019筆 4房菫用

と購をし働
日

労
掘

外
爾

由
上

晴
の

20臨朝

0院寝皆
ックの

で何が
変わる0?

■日FFF者瑠Ч■毛

大歳dE‖
"'1  2019年

4月担用

中むヽ経篠盛復豊

“

■を 知20毎 4角遭翔

年次■常体碩0帝絡 虚■綺

E韓ことの■掘強化

労働路円0報 0協B■層

社勢とは人を大切にするR白き期 を理しよす

年次有結休暇の年5日の時季指定が
盤 務 付 け ら れ ま す 臨 嶺固わす全ての医a機関に瀬翔

年次有熔体醸が年 10日以上付与される労働者に対して、自ら申し出て取縛した日

数や針面的付与で取得した日数をとめて、年S日取8させなければなりません。

趣空J■ 自院 の年次有盤休畷 の付与ルー ルを腱醒 しましょう

とRごとに、年嵐有構保4■任与した日(Lお日

'か

ら1年以内にS日 について、使用者(電 い長、

税長停)す取得備rを曇定して与える必要″あります。E歯機関によつて二章E麟員をりますの
で、翻寒無則t腱置す0など自確のルールを再虚B認していましょう。

t'。 htl四 年次有織体照磐理簿を作成する必要があります
年浚有皓休

「

の工準日、与えた日徴、取母・将たした路子竜切らかにした●猛l年次有む休甲雪理

陶lのイ常虚!ra議付けら■手した.重 昧な曽睡体動になつてしヽ心医魚服 はほ理方j去●喪え
`ければなり奮せん,

隷謂刊醸年次有會
=体

四をとりやすい睦額機関を目指しましょう
時撃簿定をするまでとなく、瞬員ガ年5日以上有お体甲を取

`曝

でせるようと職Bづくり″大切です。
体瞬をとりやすいように保議購 を見aす、計a的付与を導入す0など対策をBじまし小う。

0ィと査柱

●

朝
甲

入社

年 10日 以上年次守構休
蒙lrttBtょ ぅn民であ
ar、 ′f― 卜・ァル

'1イ

ト
も障奉摺定0湧0対象4

§蘭筆招定にあたつては労aこ の憲猟を鬱取し、

その虫見を0二するように勢め41サ ればなり

労曲時間の状況の把握が機務化

筐理監督害を含めるすべての労働者の労働
8き R鶏 の状況を、害観的な方法その他適切な

方法で把爆するよう義務づけら†ヽました。

1'SttE虚葉医期嵐を活用しましょう
い歯B単 位で常崎使用する労0と叡JSO人 以上のこ合,n4ほの選E■おガわり

=す
。まⅢこ霞

●長や脱晨けよ 自身の常防の壼4霞に,ユることはteょせん。

IPOht□ すべての種員の労働障間を把握できる体観を重えましょう

彗観的を方法には,イ
▲カードやk:カ ード、
′fツコンのログ‡ど′
攣げられます柱

2019,4年次有構体霞の時學指定機綺等スタート

7Checko

アCheck0

0

【参考】働き方改革関連法リーフレット(日 医)

◆「勤務間インターザ(ル」闇度の導入が弱力機務になり禁した
f勁 務Яeイ ンター′(ルど切康とは 19の動務t害 了後翌日の出ti工 での間に 一足時鶴以上の体尊働麟

を確1票する仕組みであり 働く方々の十ウ

'な

建′る碕19や臣磯儲間を確保でせる創度です.こ の騨j廣を

導入することにより H員の十分なと,‐占弱関や騒餞碕簡を確僚することができると期待されています。

(al働務硝インター′{ルを11備田に僚定しているB台(廠定労働時日3鶯～1夕 硝)

◆中小規槙の医療機関でも月60時間題え残祟の田増資金事が引上fデられます
り 月60備欄銀の残棄割増資金手汀う0°

`に

S'ξ上げられます

体B時日 (イ ンターザ〔ル〕11爵衡

始 禁

通綸後務 増贈爵議

勤務終了

管理監 督者 とは
>役職名ではなく、その労働者の議務内容、勤務体
系、
待遇を路まえて実態により判断します。
・経営者と一体的な立場で仕事をしている
・出退勤や勤務時間について厳格な制限を受けていない
,その地位にふさわしい待遇がなされている

※上記に当てはまらない場合は管理監督者とは言えません。
ヽ

すべての部遭鷹猟にI医療勤務環境改善支援センターJが霞口されています

照会辱へす,″j岳 を無碧で
`Jう

医療労務管理アドバイサー(■労■)メ蔽:覆 さ4Rて い言す.

時間外労出の上限規制が定められます
嶽医面については2024年 ■月に逍用l簡行内容空検討中)

08寺闘外労働の上限は、歯RUと して月45時間・年360時間とし、臨 B百 的な特別の

事情力tな けれ,どこれを超えることはできません。

③H崎向愁特別の事情メrあ つて労使が合意する場合でも、
。年720障 閥以内(休 日労偽を宮まない)

。複数月平均80爵周以内(体 a労働を含む)

・月100時間未満(休 日労働を含む)を 超えることはできません。

また、原則である月45時 間を超えることがで雪るのは、年6回 までです。

と,olnt l■ 36悔 足をきちんと結びましょう
勢D備田麟鼠揮」

'日

8時脅 1選40弩H以 内とさ■でおり、これを超えるB含 436亀 東臨 外労

鳥埋推躍議籐需艶撤理躍離ユ骰 温雷配弩ょ〒
60

2ヶ 月平
'Bで

は■臓短Mの
氣霞″こですよ 3,日早幻モ

は01備旧と驚るため、流凛

康とおり

'す
。

「備円舛

"n+体
母

"E,つ
〉

備隠ロセ機圏。こ
'〉

BO,

3,月 平均燃X

2ケ月早
'9は

0

社労士は,「人を大切にするこ働き方改革の専門議です。

曲 き 方 改 革 へ の 第 一 歩 として 強 姓 報 しヽ 与喝aは …

9妥 〕
を萌 用くださW「 蜀爾穏憂

=理鳩

曽選重母音に当てはようかどうか1よ 建塁色ではなくその勢白苦

の瞼蕩丙書 動甚体系 情週を賠まえて実観により刊Uユします。

●毎とこと一体的常車尋で社,■している。
●巴B、 HD'お蘭苗

"に
ついて麟格t出麟々受けていとい。

●モ0嬢位にStせ 0しい鶯B牌 せ工ていう。

■置に当てはまらおいも合は担霊B●●とはいえす、概att
宝協する付attiJ,す。

役豊J,いてしヽ
るからlttEE

韓

∨七生型ぬ拳

ゴ儀eCke

2019.4【大規模医療機関】2020.4[中 小競槙医篠機臓】
時間外労働の上限規制炉スタート!

生



医師の働き方改革について

働き方改革実行計画

●同一労働同一賃金の実効性を確保する法潮度とガイドラインの整備
●非正規漣用労働者の正社員化などキヤリアアップの推進非正規雇用の処遇改善

賃金引上げと労働生産性向上
●企業への賃上げの働きかtすや取弓1条件改善・生産性向上支援など賃上げしやすい

環境の整備

●法改正による時間外労働の上限規制の導入

o勤務閣インタープ(ル倍と痘導入に向けた環境整備

●健康で働きやすい購
'呂

環境の豊偏
長時間労働の星正

●雇用聖テレヮークのガイドライン贈新と導入支援
●非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支援
●副業t策業の推進1こ向けた秀イドライン策定やモデル就業規員ll改定などの舞境整備

柔軟な働き海が亀′やすい類境整備

●治療と仕事の面立に向けたトライアングル聖支援などの推珪
0子育て。介譲と仕事の面立支援策の充実・活用促逢
●障害者等の補鯉や能力を活がした就労支援の推進

病気の治残、子育て・介譲等と仕事の面
立Ⅲ購書を就ガの難進

タト四人材の受入れ ●外国人材受入れの環境整備

●女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援や職楽訓練などの充実

●パートタイム女性が就糞
'爵

整を意認しない環境基偏や正社長女性の復職など多様

な女性活躍の推進
●就職氷河期世代や若者の活躍に角けた支援・環境整備の推進

女性・若者が活躍しやすい環境整備

●女性のリカレント執奮など個人の学び直しへの支援や職業訓練などの売英

●転織・再嘉t職者の採用機会拡大に向けた指針策定 `受入れ企業支援と職業能力

職場情報の見える化
●給付聖異学会の創設など譲にでもチヤンスのある教育環境の整偏

雇用吸収力の蔵い産逮への転職・再就職

支振、人材百成、稿差を固定化させない

教育の充褒

蔦能 の舗業促途 ●継続雇用延長・定年延長の支援と高齢者のマッチング支援
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医師については省令で別途定める
O時間外労働の限度時間

大臣告示で、限度時間を定めている。

(法的拘束力なし)

0「特別条項」を結べば、例外的に限度時間を超える

ことができる。(年間6か 月まで)

※特別条項には、上限時間の規定なし。

年四6か 月まで

1年 闘 =12か 月

牝 雷 舟 斡 韮 問」

4寺 別条項
上隕なし

「1年 360爾寺間」等

限震時FJi

lか 月45時倒
1年 360時間など

法定労働時間
1日 8時倒
1週 40時勝

上限時間は、年960 とし、改正法施行 5年後に、 に

5年後に、一般則を適用 (た だし 旧・復興の事業については、 1か月司00に災

80

に 、 を適用)

3

の

の研究開発業務 ※時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければ
け で の

正ならないこととする。

改正法施行 5年後に、時間外労働の上限規制を適用。

ととし、医療界の参加による検討の場において、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策等

について検討し、結論を得る。

医師 具体的な上限時間等は省令で定めるこ

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月

100時間未満 (休 日労働含む)、 複数月平均80時間 (休 日労働含む)を限度に設定。

【改革後】

中
時間外労働の上限時間を法定化する。

45時間、年360時間
O例外 (特別条項):年 720時間、月100時 間未満、

複数月平均80時間
※特別条項は年間6か月まで

年anSか 月よて 法律による上限

法律 による上限

例外 (特月l条項 )

・年720HttPロヨ
・複数月平均80
時れ射
・月llX〕時間未満法 律による上 限

(原 則 ,

1か 月45時間
1年 360時 Π弱

法 定労働
'寺

聞
1口 B時間

1輩 40時間

|

|

1年 簡‐12か月

13

「医業に従事する医師」について

(1)平成36年 3月 31日 までは(改正法施行予定日である平成31年4月 1日 から起算して 5年経過するまでは)、 時間

外労働時間の上限を定めない経過措置を置く

(2)それ以降も、医業に従事する医師のうち省令で定める者については、上限となる具体的な時間外労働時間数

等については厚生労働省令で定めることとする経過措置を置くことを予定

平成36(2024)年 4月 1日 以降の取扱い

一般の労働者 医業に従事する医師の

うち省令で定める者

① 86協 定で定める時間外

労働時間数の上限

B月 45時間
日年360時間

今後省令で定める

②臨時的に①を超えて労働
させる場合の36協定で定
める時間外労働時間数等
の上限

日休日労働含め月100時間未満
H年 720時間以下
日①の月45時間を超えることがで
きる月数は6か月以内

今後省令で定める

③36協定に基づいて時間外

労働をさせる場合、超え
てはいけない上限 (月 平

均の管理)

日休日労働含め直近 2～ 6か月

平均80時間以下

今後省令で定める

14



病院常勤勤務医の週当たり勤務時間

O 病院常勤勤務医の勤務時間 (診療時間 +診療外時間 十当直の待機時間)については、

男性 は年代が上がるにつれて減少する一方、女性は二峰性の分布 となる。

※ 本資料では、当直の待機時間は動務時間に含め、オンコールの待機時間は動務時間から除外した。なお、当直

の待機時間には、労働基準法上の労働時間に該当するものと該当しないものの両方が含まれていると考えられる。

週当たり

勤務時間
男性医師 女性医師

20イt 648寺 F日]59分 59時間12分

301t 63時間51分 52時間13分

401t 61時間06分 49BttF日]20分

501t 55時間28分 50BttF日105分

60代以上 45時間17分 42'寺 F日弓49分

全年代平均 57時 ,聞59分 51時間32分

「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査J(平成28年度厚生労働科学特別研究「医師

の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」研究班)結果を基に医政局医事課で作成

15

医師の需給推計の結果について(暫定 )

0本 推計は、平成20・ 21年度からの医学部定員増の臨時増の取扱について早急に結論を得るために行つた暫定

的な推計であり、今後、全国調査等を行つた上で、より精徹な推計を行う。

O需 要推計においては、

① 地域医療構想を踏まえて、高度急性期、急性期、回復期、慢性期といつた病床の区分ごとに必要医師数を

見込む

② 国際保健分野、製薬業界、大学の基礎研究等の臨床以外に従事する医師数について、世界最多水準や

今後の増加を十分に見込む

③ 医師の勤務時間の短縮を見込む

など、精徹に推計。
※司 国際保健分野(2025年 :現状の約2倍、2040年 :さら1こ20%増 )、 製薬業界(2025年 :政界最多水準(対人口比)、 2040年 :さ ら1こ

20%増 )、 大学の基礎研究(2025年 :20%増 )等

※2上位推計では、高度急性期・急性期に従事する医師の労働時間(566時 間)が、他の病院・診療所と同レベルの457時間まで改

善すると見込んで推計。(中位推計では他の病院・診療所との労働時間の差が500/o、 下位推計では25%縮小するとして推計)

O供 給推計においては、今後の医学部定員については、平成28年度の9,262人が維持されるとして推計。

※3女性医師、高齢医師、研修医については、それぞれ働き方等を考慮し、30～ 50歳代の男性医師を1と した場合に、女性医師08、

高齢医師08、 研修医1年 目03、 研修医2年 目05として推計

2024年頃に約30万人

2033年頃に約32万 人で均

34

(万 人)32

30

28

26

24

― 需給推計

― 需要推計 (上位)

‐争“需要推計 (中位 )

― 需要推計 (下位)

2015 2020 2025 2030 2035 2040

16



O供 給推計においては、今後の医学部定員について

は、平成28年度の9,262人が維持されるとして推計。

※女性医師、高齢医師、研修医については、それぞれ働き方等を考慮し、

30～ 50歳代の男性医師を1とした場合に、女性医師0.8、 高齢医師0,8、 研

修医1年 目0.3、 研修医2年 目0.5として推計

いずれ医師の半数は女性に

７

６

５

４

３

２

1

万 人

10.2%

O
29歳以下 30～39歳 40-49麓 50～59歳 60～69歳  70歳以上

厚労省「医師・歯科医師・薬剤師調査」平成28年

17

負▲ A眩
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女性医師の1か月の宿日直・オンコール

F入ヨ科   |
界蕎ネ等不轄     |

Jヽ児科   |
敵鈍線科  |

痛理・壌査科 |
1ジ アヽ ビリ科  |

外科   |
整彫・形成夕よ科

|

麻酔科   |
産科婦人稗  |
脳神経タト稗  |
泌尿謡科  |

眼科   |
耳尋 8固喉稗  |

皮膚科   |
救急科   |
その他   |
研修医   |

2017年調査     °%

■なし  ■1-2回 3-4回  睡5-6園  ■7回以上
EE

‐ 暉
■ ■ ■ E

■■ ■  囁
■:

―   配

―
‐

中

40%

口    B程

80%     引00%

“
薩

日

」
…

“

一 20。/c ∞ %
19

時間外労働の主な理由(平成27年6月 )

尊1立 :9る   0     20    40    60    80

緊急対応 54

会議・勉強会a研修会等への書加

勤務開始莉の準備

他盤種。他機闘との連絡吾飼整 車■■ 1 .6
r"中 ‐ 樽 藝 警 鍮 藝 ‐ 僣

重の他 草

.57=7

55.6

42.5

B20

その他の内容 件 数

48

当直 (宿 日直 ) 21

t8

学会 ,醗究 会・勉強会の準 11

奮爺 建者対応 4

待 栓 4

患者対応 3

3

夜 動 2

1

1
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「地域医療の継続性」と「医師の健康への配慮」の両立

医師の働き方改革では「地域医療の継続性」と「医師の健康への配慮」の
2つを両立することが重要である。

21

E医療機関で診療に従事する勤務医の時間夕1労働が休日労働込みで年960時 F口月以内となるよう、医療機関・医療界・行

政をあげて全力で労働時間短縮に取り組む。
口 地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ずこの水準に到達できない場合も年1,900～ 2,000時間を上限として、

これを上回る部分を約5年間で完全になくず改革をしていく。

限`勤務関インターバル

的労働時間制限十法定体日

+さ らに25日 程度の体日・休喉 )

(十 さらなる短縮)
罰則付き上限であり、2024.4以 降、この水準を超える

繊寺間外労働の医師は存在してはならないこととなる

その働き方の例
2「 0(

暫定特 を除き、2024,4以 降、

960時間を超える時間外労働の医師は

存在してはならないこととなる

工     i
〔
≡〔

セ

病
院
勤
務
医
の
約

「

2024 4

上限規制適用

暫定特例水準の

適用終了

医師の健康への

配慮

地域医療の

継続性

両者のパランスが取れているか

常に振り返る

勤務時間2,880時間超えの病院常勤勤務医31600人
年間時間外1,920時間超の医師がいる医森機関の実像

病院の約 3害は、大学病院の約 9割、救急機能を有す

る病院の約 3害t(救命救急センター機能を有する病

院に限つては約8割 )

2,1 程度

1,900´V

2,000時間程度

時間 ―′ヽ,レ

（当
菫
あ
り
）

の
約
３
割

連続勤務

時間命I限

960時間

現状

その働き方の例
18 3つ

1 9時 間インターバルは

:     可能

|||||ll it

連続勘務

時間割康
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2024年4月とその後に向けた改革のイメージ②(素 )

口 2024,4以 降、暫定特例水準を超える時間外労働の医師は存在してはならないこととなり、暫定特例水準対象の医師

についても、時間外労働が年960時間以内となるよう労l動時間短縮に取り組んでいく。

病院勤務医の働き方の変化のイメージ

(時間外労働の年間時釉身数 )

現状

1,900-
2,000時間程度

960時間

一般則

(例外)

・年720時釉身
・複数月平均80時間
(休 日労働含む)

,月 100時間未満
(休 日労働含む)

年間「
!ヽ Fま

で
|

医師の時間外労働1兄部1について(素 )

2024 4

上限規制適用

約1割
約2万人

約6割
約12万人

年1,860時間/
月100時 F阿身(例外あり)

23

2024年 4月 ～

※いずれ

年
'360時

間/月 100時 間 (例 外あり,

※いずれも休日労働台む
⇒将来に向けて縮激方向 篤滋方向

一
定
の
期
間
集
中
的
に
技

能
向
上
の
た
め
の
診
療
が

必
要
な
場
合
の
水
準
（医

療
機
関
を
特
定
）

【時
間
外
労
働
の
上
限
】

【追
加
的
健
康
確
保
措
置
】

C-11初 期・後期研修医が、研修

プログラムに沿つて基礎的な機能や

能力を修得する際に適用

標本人がプログラムを選択

C-21医 籍登録後の機床従事 6年

目以降の者が、高度技能の育成が公

益上必要な分野について、特定の医

療機翻罰て診療に従事する際に適用

※本人の発慈により計画を作成し、

医療機関が審査組織に承認申請

年960時間/
月100時 間 (例外あり)

いずれも休日労働含む

尋↓
年960時間/

月illll時 間 (例 外あり,

(原則)

1か月45時間

20244以 降、暫定特例水準を

超える時間外労働の医師は存

在してはならないこととなる

暫定特例水準対象についても、

時間外労働が年960時 間以内と

なることを目指し、さらなる

労働時間短縮に取り組む
約3割
約6万人

暫定特例水準対象を除き、
20244以 降、年960時 間を超え

る時間外労働の医師は存在し

てはならないこととなる

将来
(暫定特例水準の解消

(=2035年度末)後 )

A!診療従事勤務
医に2024年度以降
適用される水準

Ｂ

¨
地
域
医
療
確
保
暫
定

姓
思
騨
水

塗
頁
医
療
機
関
を
特
ｇ

いわゆるドク,―ストリフ
°

遠犠勤務
時間鶴限
28時間・

勤務間イ
ンターパ
ル9時間
の確保・

代償休昭
のセット
(■務)

違縮勤務時間騨l

限28時間・動務
問インタ…′`ル
9時間の確保・
代償体瑕のセッ
ト (努力積務)

実際に定める

協定の上限

い場合を除く。
を

違続勤務時間制限28時

間・勤務間インターバ

ル9時間の確保・代償
休暇のセット (努力義
務〉

※実際に定める36協定
の上限時間数が一般則を
超えない場合を除く。

連続勤務
時間制限
28時間・
動務間イ
ンターバ
ル9時間
の確保・
代慣休熙
のセット
(嶺務)

違犠勤務時間
制限28鋳曲・

鋤務間イン
ターパル9時

間の確保・代
償休暇のセッ
ト (義務)

24



(B)水準の対象となる医療機関機能

口 地域爆療の観点から必須とされる機能を果たすためにやむなく長時間労働となる選療機関として、その

機能については具体的に以下のとおり。

◆「救急医療提供体制及び在宅医療提供体制のうち、特に予見不可能で緊急性の高とヽ医療ニーズ,こ

対応するために整備しているもの」 。「政策的に医療の確保が必要であるとして都道府県医療計画

において計画的な確保を図つている「5疾病 `3事業」』双方の観点から、

こ 三次散急医療機関
ti 二次数急医療機関 かつ 「年間数急車受入台数11000台 以上又|ま年闘での夜闘・休日と時

間外入院件数500件 以上」 かつ「医療計画において5疾病 5事業の確保のために必要な役割を

担うと位置付けられた医療機関J

iti 在宅医療において特妊積極的な役割を担う医療機関
抒 公共性と不確実性が強く働くものとして、都道府県知事が地域医療の確保のために必要と

認める医療機関
(例 )精神科救急に対応する医療機関 (特に患者が集中するもの)、 小児救急のみを提供する

医療機関、へき地におもヽて中核的な役割を果たす医療機関

以上につもヽて、時間外労働の実態も踏まえると、あわせて約1,500程度と見込まれる。

◆特に専門的な知識 a技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、代替することが褒難な

医療を提供する医療機朧
(例)高度のがん治療、移植医療等極めて高度な手術 `病棟管理、児童精神科等

※なお、当該医療機固内で医師のどの業務がやむなく長時P,1身労働となるのかについては、36章鳥定締結時に特定するっしたがつて、当≧

医療機関に所島するとての医師の業務ポ当然11該当するわけてはなく、露療機関は、当該医療機関が地域医療確保暫定特例水準の対象医

旗槌攘止上虹』健埜蜘区週襲建芝進芝ェコ整赳ゑきJ趾瓢遡ヒLと蟄と立ために必姜な糞務デ〕く、当該医療機闘における地域医療破盤萱震造例

蜘 銀董宜造協人建封建糞途上とい五 _■__蜘 蝉 2聖【工合理迪難 とるメ奉が浄打るA
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暉埠回 睡藤F『歩鶴き芳改翠
"権

連に関す碁検針圭
資靖1

語師の働き方改革の推進に藤する検討会 開鮭箋綱

1 迎 旨

露師こと対 して1ま 、2824年 4月 から埼問外労働の上限域制が適用されるとその

規部10具体的内容等につとヽて検討してきた「医師のl勁 き方改革とこ調する検討会」

において、労働基準法体系において定める上限規相l此 應事法制 。医療政策におけ

る対応を組み合わせ、医師の診療業務の特殊性を踏まえたl恥 き方改革を推進 こ

ていくことを翔容とする報告書がとりまとめられた。

これを受け、当議報告書において引き続き検討することとされた事裏につい

て、有識肴0参集を得て具体的検討を行う.

2.機訂事項

〔1' 露師の争寺F鶉蜀丼労働の上限規制に関 して電医事法制・医療政策 1と お
'す

る

措置を要する事項

" 地域医療確保哲定特柳l水準及び集 中白寺技能向上ホ率の対象医療

機関働特定 |こ かかる枠組み

・ 追力硼裁幻健康確保措置の義務イヒ及び履行硝F繰 にかかる枠組み

Ⅲ 医師労働時 P碑時短縮計画、評価機能にかかる枠組み  等

区師の特 F増角外労働の実態把握

その他

２

　

３

令釉元 年 7舜 ,鰤

26



2024年4月までの見通じ(実施主体について)

/目・都道府県
2020年度    2021年 度    2022年 度 2023年度    2024年 度

時煙計画策定の推側'

※計画鎌定の強務1ヒ子ま,選 (と も劉21年度～

※評価機能による第二を評価開
"占

1`ま、運くとも之〔122年度́ H

(B)水準の特 |
定を受けた医療 |

機関   !
(租鶴状況を脳まえて,

ムに

渫義務1と際始年限1よ、今後、ぬ麻研修部会等において検群.

ヽ 1寺 室と吾 ,■

を想定| 蹄
=爵

島当4に 奉■曇
`1葦

※審差細ね1電 よる綴別書圭翔鳴始は、遅くとも20之 2年度～

相談支援 :都道府県 (医療勤務環境改善支援センター)
履行確保 : 県  27

口 医療需要は、人口減少等を背景に、2030年以降にビークを迎え減少する見込み。医師需給は、労働時間を週60時間

程度に制限する 。7%のタスク・シフティングを実現する等の仮定をおく「需要ケース2」 において、2028年頃に

均衡すると推計されるが、この場合であつても2024年段階ではまだ約 刊万人の需給ギャップが存在。

口 さらに、マクロで医師需給が均衡した後も、引き続き偏在を解消するための取組が必要であり、都道府県単位で偏

在を解消する目標年は、2036年 とされている (医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会において議論)。

※前ページの国に加筆

2019年度

(人 )

380′ 000

370,000

360′ 000

350,000

340,000

330′ 000

320,000

310,000

医療計画

鷺鷺鷺鵞爵葺爵養Θ

(仮定)

需要ケース コ :

労働時間を遇55

時間に制限等■

年720時間の時間

外・休日労働に

相当

需要ケース21
労働時間を遇60

時間に制限等≒

年960時間の時間

外 `休 日労働に

相当

需要ケース3!
労働時間を週80

時β口月に制限等≒

年1,920時 間の時

間外・休日労働
に相当

べ

医
療
機
壽

（医
農
機
龍
ｉ
勤
務
翼
歯

時^
間
外
労
働
時
間
散
〕
等
は
糠
々
）

い
い
⇔
岱

帯
∞
〇
側

い
∞
〇
［

い
い
〇
銀

帯
い
⇔
曲

〇
∽
Ｏ
Ｎ

い
い
〇
い

Ｉ

Ｉ

Ｉ
　
∞
榊
〇
榊

卜
【
〇
困

〕
ｍ
Ｏ
銀

め
代
Ｏ
Ｎ

マクロでは均衡するが、偏在を解消するための

取組が必要
・地域枠の設定・拡充
・医療計画の中に医師確保計画を盛り込み対策を実施(PDCA)

供給推計

需要ケース1

需要ケース2

0亀 鷺鵞島

なるべく多くが(A

・PDCA 医療機関
(ハ )水準の者

のみの医療機闘

理
の
選
正
化

=

黒

よる特定の

嘉驚

(C)
-1水
準の特

定を受
けた医

療機関

(C)
-2水
準の特

窟を受
けた医

療機関(雷歳韓日か
らの中H方式
甍想定)

。(B),(C)ホ尊重用とへ0
追加的但磨翻保情H

地域医腐確保暫定特例水準を設定する必要性①(医師需給との関係)

2028年 (平成40年 )頃に約35万 人で均衡

第7次医療計画 第3次医療計画 第9次医療計画 第10次医療計画

第7次 第 8医師確保計画

※医師確保計画は2020年 、第7次医療計画に初めて盛り込まれる

需要ケース3

28



地域医癌確保暫定特例水準の終了目標年限(案 )

口 地域医療確保暫定特例水準が適用される医療機関・医師については、「診療従事勤務医に2024年 度以降適用される

水準」 (A)で ある年960時間 (案 )に近づけるための支援を強力に行うことにより時間外労働の短縮を図り、一定

の年数経過後に暫定特例水準の適用の終了を目指すこととしてはどうか。

29

年盛
専崇

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

中
間
見
直
し

見
直
し

中
間
見
直
し

の づ
増 く
員地
開域
夕台1辛

地
,Ei

本キ

医師偏在対策においては、地域枠・地元枠の増員効果が

ある程度蓄積した時点で、都道府県における医師の需給

均衡を達成するという考え方で、達成目標年を設定 (医

師需給分科会で議論)。

実態調査、医師の労働時間短縮

のための実効的な支援策 (マ ネ

ジメント改革、特定行為研修制

度のパッケージ化等)に より暫

定特例水準の対象をなるべく少

なくする努力

施

行

実
態
調
査

検
討

実
態
調
査

検
討

実
態
調
査

検
急寸

暫
定

ヨ彗
適
用

医
自師
養
成

連
成
目
標
年

時
間
タト
労
働
上
限
規
常Ⅲ



2019/10/9 愛知県医師会

医師の働き方改革と設備等の
特別償却について

愛知医療勤務環境改善支援センター

医療労務管理ア ドバイザー

森本社会保険労務士事務所

社会保険労務士 森本 智恵子

0.医師の働き方改革

ひとつでもチェックがつかない項目があればすぐに改善しましょう1

0医 a市 の労l要力ё毒伊磯弓管理の通正rとに戯1サ たとユダリ組み
在院時間を害観的に把握するためiCカード、タイムカード等を導入している。

② 36:ヵち定の自己点検
36協定の定φなく、また、36協定に定める時間数を超えて時間外労働をさせていない。

OFゝ発存σ,藤業保lt蒙の1と 組みてデ)透用
衛生委員会や産業医等、既存の産業保健の仕組みを十分に活用している。

0タスクシンテイング(業務のを_急管)の推進
特定行為研修を終了した看霊師を有効活用し、タスクンフティングを進めている。

0女 14饉騒等fこ対する支援
短時間勤務等多様で柔軟な働き方の推進など、女性医師が出産・育児等のライフイベントで継続的な

キヤリアの形成が阻害されないよう対策を進めている。

0「芸療機関の状況 |こ応じを医憲lBの労l壷み時F磯尋短縮 |こ 向けを取り組み

医療機関・診療科の特性を踏まえた取り組みを積極的に検討し、導入している。

チ韮ツクlttll建 言壊日と取り組み内容

チ
確認 !

を入れてェツク



1.労働時間の上限規制

改正前

法律上は、残業時間の上限が

ありませんでした (行政指導のみ)。

上限なし

法律による上限 [覇再1

E年 720時田    日複数月平均 80時簡=

■月 100晴岡未消■     キイ本目労後を言む

月鵬R80晴周Bエ ロ残横4碕旧組疲

法律による上限 1原開り]   年間6か月よて

月残
「

45時旧 FI日 舞撃
'時

膊観慶

残業時田 原則

月 4S時間

年 960贈 周

法定労働 時間

1日 3時臓

題 40時 闇

二年間=12か月

大臣告示によると限

tτユ輩劇

年固 6か月 まで

強工時間

月 45時間

年 360時間

法定労働時間

I日 8時間

週 40時間

二年閣=12か月

法律で残業時間の上限を定め、

これを超える残業はできなくなりま

す。

改正後

1.労働時間の上限規制

病院勤務医の遇勤務時間の区分刷割合、医師の年間就韓日数

1.務院勤務医の選勤務時間の区分別類合
(時間外月80,年 960時鼻用換算※休日込み (以下開し))

236%

18%
韓

250,`

ワ00■

1い 0た

10ξ!ス

50%

OO学

207%
184%

(″ 年1,020時間換算)

151%
116%

(″ 年2.380時間換算)

60%
27%
狙

適40絋寺Fα弓未海 理菊0う。時 F理島 週SO-60埓爾 遁60～ ア00今 RF 運70-80時爾 週80-90時間 違90-笙 60跨丹F週 loO勝手F日司以上

4(13!f‐  ■
221%

生05%  4 -  ―
ミ議   

―

※r盛師の動務実態及び働き方のを向等に閣する掛査」(平 成28年 度臣室労働科学特男1研究「医師の勤務英催及び働き方の意向等にB母する鯛査研究,研 究班)結果をも

とに医政局医療経営支援蹂て作成。病院勤務の常勤医師のみ。勤務時間は子診祭時間J「 診僚外時間J「 待機詩聞Jの合計であリオンと―ル (通 常の動務詩間とは別に、院

外に待機して応急患者に対して診祭等の対応を行うこと)の特機時間は除外。医師が回答した勤務時関数であり、回番時間数すべてが労働時間であるとは限らない。

2.年間就業日数の比較

総 数 医師 車 F鳥 推術的駐業

200日 夫 羞 6 1% 3 5は。 4 7乳

200～ 249国 42 7% 19 6鶴 47 2粥

250～ 299日 42 6% 4 4ti

O'も3る

39 0境

300日 以上 7 6蛛 8 7鴇

3
4

※平成29年就業構造基本電電査 (総務省).年間80日 程度の休日(概ね4週 6休に相当)の場合、年間就業日数は280日 程度となる。



1.労働時間の上限規制
20覇 9年4月 8日、日本医師会は、本年3月 に実施したr医師の働き方改革と救急医療に関する日本医師会緊急調査ェ結果

を発表しました。調査結果は以下のようになっています。

時間外勤務時間を
時間外勤務日寺間を

年960時間以内にすることは可能か?
年1860時間以内に:

することは可能か?

0水 準 0水 準 0水 準
2次 (救念草受入台数1000台 未満 )

3次救急
2次 (救急草受入台数1000台以上)

■ おおむね対応可能  報 医師の半数程度は可能    3分の1程度は可能  穏 ほ1ぎ不可能  ■ わからない
5

14%
5%

70%

23%

52%
駐

1.労働時間の上限規制
医師の時間外労働規制についてΦ

2024年 4月 ～一般則

(例 外 )

・年
'20崎

闘
・複数月平均80時間
(休 日労働含む )

・月100時間未満

(休 日労働含む )

に翌写:IT下1_

(原則 )

かヽ月15騎門

1年 360時 間     |~~~工
こo),床菫11T〔 お

年960時 閣/
月100時綴 (例外あり

'

C-1:初霧 後期研修騒が、霊,
プログラムに,1)っ てと整的な機能や

籠力をⅢ得する瞭にと翔

※本人がブ「lグラムを遇釈

C-2:医毎登僚後の購床従事6年

同レユ際のとが 高度僚砲の盲成が′と`

と工必要4分野について、構定の臨

僚機関てゆ策に掟事する齢に適用

※ホ人の男とにより計園を,威 し、

露F儀囲がと
=組

徹に承認

“

鵬

軍i a60蜀 寺閉/
月10つ a帝 間

`伊

l外 あり,

年1860時 間/月
'∞

時間 ("!夕Ⅲあり,

Xいずれも休a労機含む
0再案に向1サ て篤滅方向【

時
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外
労
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の
上
限
】

※いずれも

工960時 閣/
月

ユ

将来

(暫 定特例水準の解消

(=2036年 度末)後 )

卜・ウ,―ストゥ,・ )

連機動務時間樹

眼28時間・勘務

る

間インターバル

9時間の確保・

代雲体患のセッ

ト (努力強務 )
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患

卜
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螂硝蜘蜘ンタ．哺囃附中は

違横勤務時8電制限28時

間・勤務間インターバ

ル 9時間の確保・代償

休息のセット (努 力機

務〕

※褒際に定める36協 定

の上限時間数が一般則を

超えない増合を除く。

積
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※あわせて月165時 間を超える場合には労働時間短縮の具体的取組査講する。    2



1.労働時間の上限規制
fl:11 C水準

36協定で

締結できる

時間数の上限

〇通常の時間外労働(体日労働を含まない) 月45時間以下。年360時間以下

②「臨時的な必要がある場合」(休日労働を含む)

月100時間未満 ■,■●

年960時間以下 年4,860時 間以下

③36協定によつても超えられない時PFa外労働の上限時PF尋

(休 日労働を含む)

月100時間未満 ■,■●

年960時間以下 年1,860時 間以下

適正な労務管理 (労働時間管理等) 一般労働者と同様の義務(労働基準法、労働安全衛生法)

医師労働時間短縮計画の作成によるPDCAの実施 現行どおり
(隻を務苗境 E文書の努力勇務 )

義務

追加的

健康確保措置

連続勤務日寺間缶JF長 280寺 閤瀬 (壱日自静可なしの堪合)来 2

努力義務
(12'「 年720時聞彗を超える

場合のみ )

義務

勤務間インターバル9時 Fe3半 2

面接指導 (睡巳民。疲労の状況の確認を含む)。

必要に応じ就業上の措置 (就業制限、配慮、禁止)

時間外労働が月100時間以上となる場合は義務
(月 100時 間以上となる前に実施 ,1(3)

巣さらに、薦箇舛労働,ヨ 155時 隠超の埼台に1'労い儲簡短協の構とを簡する

※1(C)-1水 準が起用される初期研修医の遺鶴勤務備臓0制 1瑕 については、28障 間ではなく19ごとに確実に疲労口復させるため15簾 r翻 (その後の働務田インター′守レ9障付お)又 は24睡員a(働 24薦簡)とする。

米2長時僣の手寄やな憲の対応等のやむを得ない事情によつて
'l外

的に実施できなかつた増合にに、代慣休感によることも可能((C)-1水 準が適用される初期研修医をう条く),

X3時間外労働実装√月80膊 闘題とをつた段聴で饉鴎及び渡労の状況についての確認を行い、(A)水聯進用対象雪の場合は疲労のど積が確認された者について、(B)・ (C)水奪適用対象者の場合は全ての

者について、時閣舛労働J月 100露 簡以上となる前に箇接指導を実施。

1.労働時間の上限規制

地域医療確保暫定特例水準(案 )を超える働き方の医師がいる病院

週勘務時間が80時間を超える者がいる病院の割合

.TI=:iⅢ
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(3)、 (C)一 電、C)-2水準の対象霞療機関の特定要件

1.労働時間の上限規制

※ f医師の働き方改革に関する検討会 報告書」における内容を元に整理。要件となる項目

(B)水準 (C)-1水 準 (C)… 2水準 備考

1 医療機関機能 O

2
島床研修病院又は尋門研修フ「ク

‐
ラ

いカザねラム参加医療機関である
O

3
高度特定技能を有する医師を育成

する十分な教育研修環境がある
O

説偏、症例数、指尋医等につ

き審査細線 (国 レベル)の個
削H`t盤 帝井樋電ユ̂

4

36協定において年960時間を超
える協定をする必要がある

O O O

(「 必要」について合議での確認 )

部遺府県医療審議
会の煮 鼻瞳取

瞬査 組 織 の意 見 囁

l又

(「 必要Jに ついて実績面の確認 )

時短計画記載の実
隣値で判断

プ匈グラム明示時間
散 (時短計画案績値
とも整合)で判断

時短計画言こ載の実
噴値で判断

5 医療計画と豊合的である O
百‖道府県盛環審議会の恵見聴

取

S
'寺

短冨「画が乗足され、労働 F予間短

臨の取組が確認できる
O O O

時短計画の内容につき評価機能の

評価を受けている
O

ユ手短講 1劇 の四響の要環 1向 (選

l口 的対策が きちん と検討・ 予

定されているか等 )を客観的
こ触応 _

8
ヒ加的健康確保措置の実施体制が

整備されてしヽる
O O O

面腰指導体制については時組

計画の記競内容、勤務間イン

ターバル等については診療体

Ⅲl表 (シ フ ト表)等の添付等
″擦

=営
^

9
猪働関係法令の重大かつ患質な進
反がない

O O O 7

1.労働時間の上限規制
医師労働時間短縮計画の項目例 (案 )

1 時F口月外労l亀チの状況 【必須:B載事項】

2024年度までの労働時間削減の目標と前年度実績

平均峙嘉J憩

搭長‖t出:無

960ヽ 1860‖ i ttl',騒 献の大散 .“チ合/960～ 186011ド 骨の医碑,の腐11(`∂ 療「 1角l'

1860'イ 嗜超の堅み

“

の人数 .T,1合 /1860'1日 1との区伽
'(ア

属ゞ14(1,漂ⅢIイ I)

2 労働時F9ヨ短縮に向けた取組 【一部必須記載事項とすることを検討】

労務管理

労働‖t問 脅■方法
イれ
『

とi′「可黙サイに沿った連川

け1鎖 の0と 卜,管Ⅲ「

】l、
lの ユヽ,し 介い 36`V定 のれ 、ヽ1,

穐生委員会、産t二等のユi用 、拍f接 !ii導の

共れ体制
勤務‖lイ ンターバル、議i接 指・峰琴の追加的
律膜韓ll J占 雷の実l“

半Яn中 の外ネ業務のうと

技議Jtt R(l,外 衣業務の ,と

当との分子 r′ 】見芭し

オンコール休「1」 のとと述 t

iク療 1ヽ れ成のうこと t

主ぜ
J｀ Elllの 発芭 t

爺台→療料のテ;サ 増

劫務 1寺 間 I内 の泉よおとり,

x李 猛劫務11ド子しl限

勤務劇インクーパル

幼務 R数の熱 (1ヽ

委員会、会譲の

'ど

と t

にTの 導入、その他のよ鶴代養
|♯ 産 子す|て  介護に関おる【監ヽ1'、 両立支援

更なるチーム医療のII ttl

意識改革・暮発

賛
'WXマ

ネジメン rけ 件

忠 監への医中|の tヤナさ方改‖
「

測 するとⅢ J

ri,さ 方改■について区

“

|の 意見を l=(午 やI′イ

直

ヒ

医師の業務の見直 し
初 i,柱 もの予i'

4央 査手服の ;;iり ]や 入院のお

'J!業の成1,手 や服薬の強三導

静派抹血

菌学チ)|オ 射

南争ちlラ イン,,峰 l,

原遭カテーテルのR憎
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,よムの移動

勤務環境改善
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1.労働時間の上限規制

関における経営

立場、個々の医療現場の責任
者・指導者の立場の医師の纂

勤務盗を虚用する篠 0々'

医療機関が自らの状況を踏え

'え、できることから自主的な

取・亀を進めることrか f'■

1豪霧|

口 厚生労働省による好事
よる相談支援等の充実

口 まずは医師の在院時間について、客観的な把握を行う。
口 にカード、タイムカード等が導入されていない場合でも、出退動時間の旨こ録を

上司が確認する等、在院時間を的確に把握する。

口 36協定の定めなく、又は定めを超えて時間外労機うをさせていないか確認する。

口 医師を含む自機関の医療従事者とともに、36協 定で定める時間外労働時間数に
ついて自己点検を行い、必要に応じて見直す。

口 労働安全衛生法に定める衛生委員会や産業医等を活用し、長時間勤務となってい

る医師、診療科等ごとに対応方策について個別に議論する。

口 点滴に係る業務、診断書等の代行入力の業務等については、平成生9年通知(※ )

等の趣旨を踏まえ、医療安全に留意しつつ、原則医師以外の職種により分担して

口 継 を烏 陽 藍 席 趣 晩 uミ 研修を修苧a署導轟 幸療磐鋳僣著獣鯉
せる業務分担を具体的に検討することが望ましい。

口 短時間勤務等多様で柔軟な働き方を推進するなどきめ細やかな支援を行う。

口 全ての医療機関において取り組むことを基本とする再～5の ほか、各医療機関の状

況に応じ、勤務時F,罰 外に緊急でない患者の病状説明等を行わないこと、当直明け

の勤務負担の緩和 (連続勤務時間数を考慮した退動時刻の設定 )、 勤務間イン

ターパルの設定、複数主治医制の導入等について積極的な検討・導入に努める。

例の積極的な情報発信、医療機関への財政的支援、医療勤務環境改善支援センターに

等
」1

向けて国民の理解を適切
る周知の具体的枠組みに

てヽ

1.労働時間の上限規制
「

|口 医白下の労働時間短縮に関する当面今後 5年間の改革を着実に進めるためには、「医師の労働時間短縮に向けた緊急
1  的な取組」の確実な実施が不可欠。特に、労働基準法等に基づく基本的な労働時間管理は、現状においても使用者
|  の資務であるが、昨年 9～ 10月 に実施したフォローアップ調査においては、検討に着手していない医療機関が一定

― 程度あり、義務の未実施が疑われる。

|口  「緊急的な取組 1で求めた項目が未実施であると疑われる病院については、2019年度中に都道府県医療勤務環境改

1  善支援センターが全件、個別に状況確認を行い、必要な対応を求めていくことする。

|  ※  「緊急的な取組どの実施状況も踏まえて、医師の労働時間短縮に向けたさらなる行政の支援策を検討する。

(参考)医師の労働時間短縮のための緊急的な取組 フォローアップ調査

「労鋤畦□蛍理の瀬二化興餌よk換 4韓1_

■衰

'1に

者 |し ていない

攣ツれ1ん でいる に監,rヽ  長1lⅢ 律

N・4173

==11ド
,筆

'Iら
,′甘

¢導入 ‐

. その理由t,Ii「1管理方予、

`,4央

,擬が1し f市
',1、

必要がイヽい

Nこ1634

,(ヽ

`0理

由

r36協定等の自己点検 J

田現」二Ⅲ C¬ t」 ■1,ォ Ii t(い ない

れと■談言4 山iⅢ■
=た
 く

'lⅢ

等
用=4173

36と
行孟義士二色甘

猟″2瞬

36山,`オわれ士世外】 : その理由

働ⅢⅢ麒の■rょ ■  ■生 0員

36セだ生命無,●ておヽ0 ま
'こ

(のみ妻〒をt'ため
そ

"inttnⅢ

※平成30年度厚生労働省委託事業により
平成30年 9～ 10月 にかけてと慟査を実施
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1.労働時間の上限規制
2024年 4月 までの見通じ(実施主体について)

なるべく多くX

(A)水準の者

のみの医療機関

よる特定の

案お

(C)
-1水
準の特

定を受

けた医

療機関

(C)
-2水
準の特

定を受

けた医

療機関

を担建 )

(医虐懺開か
うの中H方式

C
(B)・ (C)水準通用右への

追湧的重重確保情I

※前ベージの醒lに加筆 医疎機鶴/国 :部適府典
2023年度 2024年度2020年 度 2021

※B十爾策定の韓務化1よ 、建くとt2021年度～

*鮮 1面機能による第二奢軒1面 開始は、建くとも202ク年度～

(取協状況を贈まえて)

※丑務化編始年限は、今雲 購床研修部会常において検11.

ベ

※と奎組織による鬱″lをと開始Iよ 邁くとも2022年 魔～

相談支援 :都道府県 く医療勤務環境改善支援センター)

医
療
機
瞬

一医
僚
機
能
、
勤
務
翼
態

（時
間
外
労
働
時
獨
敏
）
等
は
様
々
）

(B)水 準の特

定を受けた医サ兵

機関

5

2024年 4月とその機に向けた改革のイメージ①(案 )

勘務時間2,880時間超えの病院常勤勤務医3.600人 年間時間外11920時 間題の医陣がいる医森機関の実像
病院の約 3割、大学病院の約9割 、枚急機能を有す

る病院の約 3割 (救命救急センター機能を有する病

院に限つては約 8割 )

2.

2,

1,900～

21000時間程度

960,手間

現 状

1.労働時間の上限規制

口 医療機関で診療に従事する勘務医の時閣外労働が体日労働込みで年960時間以内となるよう、医療機関・医療界・行
政をあげて全力で労働時間短縮に取り組む。

口 地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ずこの水準に到達できない場合も年1,900～ 2.000時間を上限として、
これを上回る部分を約5年間で完全になくす改革をしていく。

十法定休日

さらに25日程度の休日 休囃)

(+さ らなる短盤)
罰則付き上顧であり、20244以 降、この水準を超える

時闘外労働の臨郷樺存在してはならないこととなる

その働きi方の1,l稀

を除き、20244以 降、
960時間を畑える時間外労働の医師は

存在してはならないこととなる

Ａ
ヨ

〕

2024 4

上限規制適用

暫定特例水準の

適用終7

14
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1.労働時間の上限規制
(A)・(B)の水準を適用した後の働き方のイメージ

(A)時間外労働年960時固程度≒選20時間の働き方(例 )  (B)時 間外労働年1,900時間程度≒轟40時間の働き方(傷 )

口 概ね週 1回の当直 (宿 日直許可なし)を含む週6日 勘

務
口 当直日とその翌日を除く4日 間のうちヽ日は半日勤務

で、各国は 時ヽF日1程度の時間外労働 (早 出又は残業)

日津岳路旨堪最蒜漂日(概ね4週 6体に相当)   /

※図中の勤務時F周れを示す帯には各日法定休憩を含む

口 概ね遇 1回の当直 (宿 日直許可なし)を含む遇6日

務

直日とその翌日を除く4日 間は早出又は残業を含

14時間程度の動務

島路営壇最高漂日(概ね4遇 6休に相当)   /

勤

当

め

当

年

ロ

　

ロ

ロ

Ｒ
Ｈ
直

〈
自
動
＋

日
勘
＋
踊
開
外
労
働

⌒
９
時
期

イ
ン
ク
ー

バ

ル
一

日
動
■
時
出
外
労
働

自
動
手
晴
蘭
外
労
働

田
輩
〓

（
日
動
十
碕
画
外
労
働
）

要,ユ
']1間 W黒

時
間
掛
労
働
）

‐８
峙
番
イ
ン
タ
ー
パ

ル

※勤務間インターバル 9時間、連続勤務時FB4制 F良 28時 r口4等を遵守 して最大まで動務する場

露8筵震を選なす

働は｀法定休日年間52日 の
7

み見込むと2300時間程度、 (A)・ (B)と 同様に80日 程度の体日を見込むと年2100解
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極めて労働時閥が長い医師の労働時間 について(イメージ)

1.労働時間の上限規制

O 週の勤務時間が100時間を超える病院勤務医が約3600人 (189/。 )、 同100時間～90時間が約5411(l人 (27%)、 同

90時 間～80時間が約12000人 (699′o)い ると推計されるが、2024年 4月 までに、こうした医師が時間外労働上限規

制における暫定特例水準の水準を下回るようにすることが必要。

(〕固勘

の連携、機能分化

(過 勤務時間80時間のケース)

熱輔

削
減
可
能
時
間

タスクシェア・シフトにより削減

週100欝裔鋤務の場合、出H
可悔時間を的25%削講で書れ
ば、週80時河水準が追朧可協

※夕ヽ料医の場合 (内 科 削減できない時F口句

※表中の削減可能時脳lは 平成29年度厚生労働行政推進誘査事業資「「瘍院勤務医の勤務実態に]3する研究」(既 究
壊奎夢温 手螂 蟹そ房F~郎

うに14
おいて実施された「病院動務医の動務実態調査(タイムスタディ醜奎)J舘果における勤務時間の内訳を元に、「再1】

a6

脚1減のイメージ(週勤務時間100時釉身程度の場合 ) 時間数イメージ

タスクシフト(医療従事者一般が実施可能な業務)による削減 週7時間程度削減

タスクシフト(特定行為の普及)に よる削減 週7鋳間程度削減

タスクシェア(他の医師)による肖1減 週6時 Pロヨ程度削減



1.労働時間の上限規制
令刊 2年度観舞要求額

eaOS,千 円 (0+円 )医師の労働時閣頬議のための「評価機構J(ほ称)の蟄置準備

響 響 l…
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

や ― ― ― ― ― … … … … … H

iO医師の働き方改革を実効的に進めていくためには、個々の医療機関における医師の長鋳間労働の実態や労働時 :

曙麗耀搬躍叫暫:響響 饗概響壁|

(事業内容)

「評価機能Jの設置に向け、必要な専門人材の育成等の準備を開始する。

直面する
″
医療ならでは'「の様々な臨路

取組状況の分析 `評価

※「評価機能Jは、都勘荷県から中立の機能を想定。また、2024年 4月から適用される医曾中に対する時間外労働の上限規制において、「地輯医森確保

顕定特例水準Jの適用に当たつてIよ、医場t機関が当該分新 ,評価を受けていることが要件とされる見ェ△み。

`7

でいるつもりだけど'

タスク・シフテイングはもう十分に取

時間外の思者F(んが多し

にもできなしし

口医療機関内で、さらなるタスク・ラフ
テイングが可能な部分

口医療機関閣での機能分化・連携が可能な

部分
日都道府県による重点白,支援右こ要する部分

(医師婦在対策等)

…Ⅲ等を明ら力ヽこし、医虐師の労働時間

なげる

1.労働時間の上限規制

よ

ウ

引き統き 露療勤務環境改善丈霞セン

'一
等の慰紹を通して

医療機質全体の労働時綺λ包路を国う

上農規簡スタート

医療機関における医 に向けて(E―ドマツプ)

掛韓　弾蝉　弾抑　”碑　弾理　　蝉坤【”螂
積
一
軒

帝

議

ゆ
ル
群
ｒ

医
療

機
関
ぬ

マ
ネ

ン
メ

ン
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→
軽
９
・
　
　
　
噂
い

韓蛹藤い　　韓鞭
中縦B盟 節ミ衰機應孝鞠a録藤芦i:こ i:;ど:そ
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域
医

療
掟
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制

縣櫛ポ
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2.有給休暇の確実な取得

方法①

基準日に年次有給休暇取得

計画表を作成

。年度別
・四半期別
・月別…

個人毎に

年5日の年次有給休1瞬を取得させる義務を確実に

'覆

行するため、労働者が年間を通して計画a,

に年休を取得できるよう、まずは基準日にその年の年次有給休B瞬取得計画表を作成することナυ`

重要です。

※年閣の予定イよ、持季が遅くなればなるほど当初の想定とは異なることもあるため、四半期

Buや月別の計画表を用意することて 予定変更や業務都合に対応した、より細ゃかな調整か

可能となります。

(例 )年次有給休暇取得計画表 (月閣)

氏   4
水

佐B大 部

計画表の作成と併せて、年次有給休暇の取得を前鍵とした業務体制の礎備わヽ、取得状況のフオ
ローアップを行うことなどによつて、年次有給休蝦を取得しやすい職場づくりに努めましょう。

19

l屋二
=骨

“

1     毎憲肘

悟罵岳心Υ
陰

岬
Ｖ

．狛

(例 )年次有給体昭取得計画表 (年間)

2.有給体暇の確実な取得

方法②

使用者から時季指定
を行う

・基準日
・半年経過後
・適宜.中

四解
 蒼誓足露ε孝「 儒撃倦篭注唇台塩督

休1瞬 の請求・取得日数が5日未満となつている労

じ4た に年体を10日以上付与
⇒1年間 (4/1～避3/31まで)に 5日年体を取得させる税務が発生

4/1 3/31

B半年経過 (10/1)時点で、年体を2日 しか取得していない (その障点で請求もしていない)

4/1 3/31

★10/1

く )

e残りの半年間で、未取得日数分の年休を使用者が時季指定

★10/1 使用者が

特季指定

ユ
これまで5日取得できていないようで
すが、いつ株増定取得したいですか。

体暇の種講求・取得日数が5日未満の労働者 使用者

暉

〆

それで1ょGtt X日 1こ体
んでください。

Ctt X日に11'テた
いです。

予

与

20



2.有給休暇の確実な取得

例け ブリッジホリデーとして逗休を設けます。

方法③

計画的付与制度

シフトの休みと組
み合わせて

暦の関係で休日が船び石となつている場合に、休日の橋渡し (プリツジ)として計画

的年休を活用し、連休とすることができます。例えtぎ 、土曜日・日曜日・祝日を休日と

する事業場で祝日か架曜日十こある場合、月曜日に年次有綸休B霞 を計画的に付与すると、

その前の土曜日、日曜日と合わせて4連体とすることができご=す。また、以Tの例のよ

うに、ヨールデンウイーク1こついても、イ兄日と土曜日、日B程 日の合Pξ尋に年次有給休暇を

計画的に付与することで、10医 前後の連続休暇を実千見できます。

このように、年次有給休暇を計画的に取得することを推進することで、労働者が大型

の連続休D置 を取得しやすくなります。

カレンターの伊ll

E]年次有給休
'隈

の計画的付≒

所定休日

フ生

4 5

祝日の間をフ1)ッ ジ

ホ七Jデーとして連続
イホ]熙 (こ

1

5 6 7

3

123456
7 8 9 1011 1213
1415161フ 181920
21222324
28 262728293031

22232425

2.有給休暇の確実な取得
例C, アニバーサリー休蝦制度孝r tttす ます。

方法③

計画的付与制度

ご家族のライフプ

ランに合わせて

年次有給休昭の取得に対する職場の理解を得やすくするため、労働者本人の誕生日lt〉結

婚記念日、子供の誕生日などを「アニパーサリー休B隈 」とし、年次有給休暇の取得を促進

することができます。こうした誕生日や記念日はあらかしめ日にちが確定しているので、

年次有給体B猥の計画的付与を実施しやすくなつています。

この方法1よ 、年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式で活用されています。

カレンダーの例

年次有給体口rRの計画的付与

所定休日

Aさんの子供の誕生回 (9/5)を含む

連続3日 間をアニパーサリー休暇とし
て設定

３
１０
ジ
２４

２

９

１６

２３

３。

１

８

１５

２２

２９

1

28
2

１

８

５

１

１

２

２

９

６

１

１

２

３

０

７

１

２

２
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3. 特月u償去口補u度

個垢〕書!]ざ it

●

労働持劇短継 tこ 資する機器等の

特別償却制度について
医師及びその他医療従事者の労働時Fロヨを短縮するための設備等

の導入を促進する為に制度の対象となる設備等を取得又は製作し

て、医療保健業の用に供した場合は、当骸設備等について、督通償却

限度額に加え、特別償却限度額 (当 該設備等の取籍額の 15%に相

当する額)ま で償却することが認められます。

対象着

青色申告書を提出する法人 (連結親法人又は当該

連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人を含む。)又 は個人で医療保健業を営むもの。

i警 .了

期間

計画に認載された勤務時間短縮用設備箸は、平成 31
年4月 可日から令和 3年 3月 31日 までに取得又は制作

されたものであって、同期間中に当該法人又は個人が営

む医療保健業の用に供したもの。

23

(9月 から12月 まで

'=4ヵ

月

上記を初年度に前倒しで種t五

特別償却 (購入価格の15%が加算)

12ヵ 月

+

普通償却 X

C孤冒コ世12月決算で9月 に導入した場合

3. 特月u償去口請J度

幣じ度の対象となる設鯰等

支、l象となる識鶴奪_チ エツク善 以下のリストに該当するものがないかチェックしてみて下さい!

籍苺ヽ
1)

労働8奪 間彎Ittlの 雀

',化

`充実に資する勤務時磯矢0線用設偽磐:

。勘怠管理を行うための設備等 …………………lCカード、タイムカード、勤念管理ソフトウェア等

。勤務シフト作成を行うための設備等…………勤務シフト作成支援ソフト等

ぴ1番盤縣縮鯖話艤議習撃鷲露簸認識ソフトウェスそれ朝辺機瑠B等

通信機能付きパイタルサイン

測定機器やタブレット等

犠

瀬

里

エ

●欺急医療に対応する設備等 ……・Ⅲ…………… 画像診断装置(CT)等
●パイタルデータの把握のための設備等・…………ペッドサイドモニター、患著モニター等

了働饉ヽ
31

僚舗の診猿行為程lttl助 又 :ま 代行する勤務時期箱縮舜i設鶴筆
●医師の診療行為を補助する設備等 …………… 手術支援ロボツト手術ユニット、コンピュータ診断支援装重

画像診断装置、在宅診療用小型診断装置等

輩 ピ 観 認 寵 驚 簿 臨 整稼避慧辮 ゞ亀隔診森システム、遠酪画像診断迅速蒲理検査システム

医療画像情報システム、見守り支援システム等

管1浄脳 議彗震富輸犠留群聯 、焼内搬送用園ボット、患者の離床センサ秦

益

プ

―

●予診のための設備等

何



3. 特月嘔償去口需J度

○対象となる勤務時間短縮用設備等
類型1～ 5のいずれかに該当するものであり、1台又は1基 (通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、

一組又は一式。)の双得価奮晨が30万円以上のもの

【
ヂ譲理

iCカード、タイムカー Ⅲゝ

"ょ

怠令ⅢI甲 ソフトウこメ管、

密観的に後師の4蹴嬌間奪の衿IPがイ言えるモJの

医師の労働時間の実態把握は労働基準法上の使用者の資務であり、医師の労働時Fコニの実態を正確に把握することで、時間

外労働時間を短縮すぺ苦医師を特定し、重点的に対策を講じることができること、導入することにより、各懸師の労働時F膏弓の短

縮に対する意識改革にもつながること、使用者の労働時間管理コストが肖u減されることなどの効果が期待されます。

警l,務 シフト住戒章l鷺 ソフト筆、l装猿経
｀
Ⅲ髯0効率的な

塾ε語斡JIPが行スるもの

医療機関の外来や病棟での医自穏等医療従事着を、例えtぎ経験年数などを勘案し適正に配露することで、効率的な業務運営

に資することが

'月

待されます。また、勤怠管理を行うためのシステムとの連携により、特定の医師が長時間労働になる可能性が

あれば事前に把握し、当該医禽師が長時間にならないように調整する契機となることが期待されます。

1-

25

労働時伊8尋管理の省力化・充実に資する勤務時F9尋 短縮潟]設備等

勘津4学帯をイIう たす,の Iク競ミ|

勒茂シプト倫チtを イJう ための殻鶴帯

3. 特月J償去「需u度

医8雨の行う作業の省力rヒ に資する勤務時間短縮用設l芦翻等
娘鍵

2
A llこ よる為,|す i辞議ソフトウエア、それらすrll逆 機淋なと、

燃忠れがIど 載(入ナ,)す る内容のテ■ストマA入チ)が 衛えるもの

医師の診断書などの書類作成に要する時間を短縮することが期待されます。また、医師事務作業補助者が代行入力等を行

っている場合でも、その下書きに相当するものを自動で作成することなどができれば、懸師事務作業補助者の業務の効率化が

図られ、結果、医師事務作業補助者が医師を補助する範囲が広がり、医師の労働時間の短縮に繋がることが期待されます。

lllょ 様診断装薦(Cr)な ど、数命取燕控ンター韓救急を矢森:ll場 1こ おtiて

ltl鶴 闘でII確な診離士在行うためのもの〉

救急医療現場では、鵬血管・心臓血管疾患のほか、交通事故などの外傷に対しては、短時間で正確に診断を行う必要があ

り、医師の労働時間として短縮の効果が鶏待されます。

ベットサイドモニター、急著モとタープェど、呼張llil数 うゝ
llll垣:ha、 心雪llメ尋等の

税ヽ熊のイ奉`イと奄類ll欝 のトレンドで担軽するためのギ|て

')

従来は、呼吸回数等バイタルデータを紙に別途記入して管理していたり、入力等していたもので、過去のデータは別途管理

し参照していたものについて、過去のデータも含めて一括で管理することにより、当該設備等の表示又は必要に応じて紙で一

連のデータを打ち出すことだけで過去のデータとの比較などもできるため、入力と出力の手間が省略され、労働時間の短縮に

資します。

声沖常 lllt Bヽ 間の細減のため rダう∴守偶常

織え主1■ 森にれオ,す アジャ辞鶴常

バィアVル ア ータの押:群ギ(ア)ためのit縮 4
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3. 特月u償去「補J度

医師の診療行為を補助又1よ代行する勤務時間短縮用設備等【
姿震型

3
f術支援ロボット丁4荷 ユニット、おンピュータ形l+'l支援装置、山惨ittl孝Fど 禁爵筆、

在窪診嬢周小Al診断装轟など、傑8市 の診嬢行アヽの一部を都ittlJマ rよ 代行するもの

手術支援aボットにより術野が拡大し、処置の難易度が下がることで医師の労働時間の短縮が期待できます。

鞭 理

4
速隔診療システム、違鶴曲lr衆 診観轟濠みよ露検金システム、盛療lllll像 幅韓システム、

見守り支援システムなど、医師が藻臨で診断することすと食するもの

医師の移動に要する時間の短縮や、医療機関 F口弓での連携が進むことによる人的医療資源の適正活用につながり、医師の労

働時間の短縮に資します。

また、読影医が院内外をF口辱わずどこからでもアクセスでき、CD等読影画像の受け渡しの煩雑さがなくなることや、在宅憲者

が自宅で測定したパイタルデータの送受信や患者の見守りができることで、医療従事者の負担軽減になり、医師の労働時間の

短縮も期待されます。

十麹

27

l矢 齢のi参猿を補助するI守鶴帯

違隔医療を可能とする勤務時間短縮用設備等
観

一

l矢 はれが湛綿で診鮮振するために

必要な設鶴筆

3. 特月u償去口詣u度

チーム医療の推進等に資する勤務時間短縮用設備等 露
類 型

5
手術中の医師の補助や手術後の病棟管理業務等一連の病棟業務については、医師以外の医療職種も含めたチームで連携

する、又は、医師以外の職種に移管することにより、医師が実施する業務を削減することが可能になります。このため、テーム医

療の推進に資するものや、医師以外の医療従事者の労働時間短縮に資するものについても対象となります。

焼内搬送用ロボ プヽト、隷者の離療センサーなど、

l矢締販′ノヽの懲
=歳

従事者の業務を描ll,,す る‡)の

業務そのものをロボット等に移管することで、医療従事者の業務量の削減が図られます。

轟イた機禽こl、ときバイタルサイン瀬J藍
→
機器やタプとフット欝を活用した

システムなどにより予診を行うもの

r本温や血圧等のパイタルデータを手入力することなく電子カルテ等に反映できることにより入力時間が短縮されます。また、

患者自身に入力してもらうシステムの場合には更に医療従事者の労働時間を削減することが期待されます。
∩

燃鰤以努の際―

醜滅に食する
療従事蒲の業務Fの
I苺備彗

予診のためのI争鶴 (↑

‐ ヽ , ,



3. 特月嘔償去「補J度
医師等勤務時間短縮計画 (記載例)  令和〇年〇月〇日作成

〈基礎情報〉
1.医療機関名不′ケ、:× X厚労病院
2.管理者名 :医政 太郎 廷ロ
3.開設者名 :O③ OO E「
4. P舟在1也 :x xttx× 市××

5.病床数 :500床
6.診療科 :内科、心療内科、外科、整形外科、日長科、耳

鼻科
フ.最も多い病床の種類 (高度急性期/急性期/回復期/
慢性期):急性期
8.常動医師数 :140人
9.常動以外の医師数 :30人

(現状分析)

と,   本計画の対象医師 (時間外労働時間が直近3ヶ月

平均60時間以上)数 :9人 (うち常勤9人 )

※時間外労働時Fe弓が直近3ヶ月
支学生医師の負担軽減等についての現状分オ斥を記載する場合

は、その人数を記載
2,「 (目標〉1対象医aVの時間外労働等の分析と目標設

定」欄の、直近3ヶ月における対象医師の時間外労働につい

てとアリング
:令千11C)年0月

29

く目標)

1.対象医師の時間外労働等の分析と目標設定

原則、直近3ヶ月間の時間外労働について記入

※時間外労働時F口弓が直近3ヶ月平均eo時間以上の握師以
外の女性医師の負担軽減等についての現状分析を記載

する場合は、備考欄に動務形態 (従前及び今後)等改

善内容がわかるよう記載

腿

醸

く駐3   11010   104■ 105,

95

※

1翻
来

(実行計画 (対策の概要)〉

※それぞれの取組の実施時期も記載

※ 2～ 4については法令上全ての医療機関が必ず行う

ことになつている

と,進捗管理
2,労働時間管理の適正化
3, 36協定等の締結
4・ 産業保健の仕組みの活用

3. 特用嘔償去「需u度

【タスク・シフテイング (業務の移管)】

記載例)

・0●利について、特定行為看鑽師0人/医 a市事務作業補助者●人を活用し、●●業務を指定行為看騒師に

者に移曽しタスク・ラフトを推進する
(医師事務作業補助者を、医師の隣席に配置することで、カルテ等の入力業務や各種日程調整等業務を行わせる)

※開始・導入・強化等の時期 令和  年  月

【女性医師等の支援】
gB競例)

・遠隔診療機器を導入し、医師の在宅動務を可脅ヒとすることにより、在庫れして勤務する医師の負担軽減,労働時閣寺J滅を図る
。院内保育所/痛後児保育を開始し、女性匡師の獲得 (自と目畿防止・継続雇用)を図ることで医師散を確保することにより、医師の一

りの労働時閣の削減を図る
(その際、保育対象範囲を小学校3年生まで弓Iき 上げを検討)

※開始・導入 ,3とイし等の時期 令琴□  年  月

【医療機関の 1犬況に応した医師の労働時 F日弓削減に向けた取組】
記職例)

・時に労働時間の高い00科の医師C名について、該当うる医師の外来時間の削減の取粋目を行い、労働時閣の0時間程度の湖減を図る。
・対象医師全員について、0●会議の効率化 (メ ンメ(―の限定、会議時間の上「長設定等)を行う

動務閣インターパル時間を設定して勤務薔ilりを作成
地域の診療所への紹介を推進する (患者を地輔△輝す)ことで、平均在院日数を減らす
2次散急について輪番制を導入する (導入を目指し、地域の医療機関との意見交換を開始する)

患者サポート窓国の設置により、患者から医會市への間い合わせを減らし、医師の労働時間削減を図る
患者の問診、患著・家族への説明をタフレット等を活用し、事前に医師事務作業補助者が医白騒の確認の上、説明資料等を準備等行う

※
'患

始・導入 ,強化等の時期 令和  年  月

計画の実行に器具 ,傭品・ソフトウエア (税込30万円以上のもの)を必要とする場合tよ別紙も記載し添付のこと

するこ で当直以外での出動を減らす

※

5 に向
'

て勤務喜llり を作成
てヽ 、

30



3. 特月u償去口補J度

別紙

器具・傭品・ソフトウエアの取得等リス ト

(税込30万円以上のもの)

(計面団を実施していくうちに、新たに購入が必要となつた場合等∫よ、

後日追加又(ま修正)

※該当するものにチェツク (リ ストにないものlよ通宜、加筆くだ
さい)

※製品名等だけで1ま医師の労働時間削減の効果が明らかでなtヽ も
のIEついて(よ 、解説を
ガBえること

1 労働時閣の管理の省力化 す充実に食する動務時閣短縮用設悔等
(省力rヒ )

囲lCカード管理の導入 (製品名
:メ ーカー名                     )
ロタイムカードの導入 (製品名
:メ ーカー名                      )
□動怠管理ソフトの導入 (製品名
:メ ーカー名                      )
(充実)

□時間外に行う研競に関する取扱いの明確化
(製品名        :メ ーカー名         )

2 医師の行う作業の省力化に資する動務時懇短縮用設備等

□ (製品名        :メ ーカー名
効果の説明 (従来品より作動時間が○パービント短縮、etc)

)

3 医臣いの診療行為を補助又は代行する勤務時閣短縮用設傭等
□ (裂品名        :メ ーカー名         )
効果の説明 (術野の拡大により処置の難易度が下がること等に

より、処置に要する持閣が短縮するとともに、医療の質の向上に
よつて患者の予後が改善t′ 術後の診療時閣等のみI吾減が可能となる
etc)

4 遠隔医療を可能とする動務時閣短縮用設備等
□ (製品名        :メ ーカー名         )
効果の説明 (懸師が在院していなくとも、診療できるようにな

り、医師の待機時間を箱滅/診療可能な医師が増え、一部の医師
に集中していた負担を分散できる/往診にかかる時間が短縮でき

るetc)

5 チーム医療の推進等に資する動務時閣夕121R薔 用設福等
※医額の事務のタスク・シフト先である他職種の労働時閣圧

縮含む。
□情報共有強イと (製品名
:メ ーカー名                      )

効果の説明 (随時かつ全メンパー同時の情華侵共有を可能と

し、情報共有に係る時閣を圧縮)

圏暁ぬ搬送用ロボット (製品名
:メ ーカー名                     )
コ患者の離症センサー (製品名

:メ ーカー名                     )
6 その他 (類型 1～ 5において明示lノ ていない設備等)

※医師の労働時間の削減に資するメーカーによる30/o以上の業務
効率化に関する指標の表示等が必要 (必須)(説翔丹が記戦された

パンフレット等を添付)
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3. 特月u償去口補J度

4
なこβ揮避揮

ンター長

都道府県庁

医療勤務担当課室長

‐ 由側爵 れ‐

類霞盛～5め器晨及ぴ
観森品並びにソフトウェア

筆
鳥

医療機関

■

医療法人等 医療勤務環境改善支援センター

0計画書の作成相談・助雷

0計画書作成

e
提出

法人を
所轄する

税務磐
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特別1羹蝉ご〉場合、憲キ蔭蕃添付
栄委託の場合 lど 、働改センター長 (責 任き,も 建と▼



明日からどのように活か していくか

0●
V

講師プロフィール

ぼ

【氏名】
森本社会保険労務士事務所 代表  森本 智恵子

【プロフィール】
大学卒業後、税理士事務所にて監査を担当し、出産後育児 介護をしながら会計事務所で企業のア

ウ トソーシング部門を担当。社会保険労務士事務所では社会保険労務士として手続から相談 役所

折衝を担当。 10年以上にわたり経営者や管理職の「困つた」や悩みの相談を受け、また一方で中

間管理職の悩みや長時間労働の苦 しみも自身が体験 してきたことから2016年 5月 森本社会保険労務

士事務所開所時より経営者と従業員がWIN―WNになる「人財教育Jに 力を注いできた。現在までに

700人以上に法律、マナーやハラスメン ト、女性活躍推進に関する研修の他、医療機関のPDCA
コンサル 相談業務にあたる。 リズム感のある話 し方と受講者を巻き込む内容で「わかりやすいJ

「事例が豊富」「ス トーリー性があって面白いJと の評価をいただく。
学生や教育訓練生の教育にも積 la〕

只的に関わつている。

【講演、研修実績】
中部経済産業局、 ヒューマンアカデミー、愛知県産婦人科医会、愛知県社会保険協会、愛知県医療

勤務環境改善支援センター、医療機関 (大学病院、公立病院等)、 高校他

【担当/得意分野】
ハラスメン ト、行動カアップ、部下教育、法律

【その他】
愛知県産婦人科医会会報寄稿、「いきサポ愛知J寄稿、愛知県社労士会 50周年記念座談会参加

社会保険労務士、AFP、 愛知県医療勤務環境改善支援センター医療労務管理ア ドバイザー、ブレイ
ン社会保険労務士法人パー トナー研修講師、日本プロフェッショナル講師協会会員

34

日本プロフェッショナル講師協会



ご清聴ありがとうございました| 
―

出典 :医師の働き方改革に関する検討会

医師の働き方改革の推進に関する検討会
いきサポ愛知

時間外労働の上限規制わかりやすい解説

年 5日 の年次有給休暇の確実な取得



典始韓麓節会 5

令和元年度

医学生、研修医等をサポー トするための会

日 時 :令和元年 11月  5日 (火)16:30～ 19:30
場 所 :愛知医科大学 立石プラザ3階交流ラウンジ、立石プラザ

2階フードコート

′ム`益社団法人愛矢□県医師会

′ム`益社団法人 日本医師会

愛 知 医 科 大 学

日本 女 医 会 愛 知 県 支 部

催

催

王ヽ
　
量
（

後 援



医学生、研修医等をサポi卜するための会
日時

会場

住所

令和元年 11月 5日 (火)16時 SO分～ 19時30分 (16時受付開始)

愛知医科大学 立石プラザ 3,と白
と
交流ラウンジ、立石プラザ 21'白

ヒフ~ド コート

愛知県長久手市岩作雁叉 1番地 1

′
ム
｀
益社団法人愛知県医師会会長

愛知医科大学医学部長

愛矢日医科大学からのメッセージ

【16:40～ 17:OO】
「 女性医師としてl動 いて ～みんなに助けてもらつて◆がある～ 」

愛知医科大学病院消化管内科 助教 (医員助教) 川 村 百 含 加

◆総合司会 :愛知医科大学男女異同参画プロジェクト委員会委員長  香日井 邦夫

◆開会挨拶

◆当番校挨拶

第 1部

◆請 演 1

◆請 演 2 【17iOO～ 17:20】
「 女性医師は、育児と仕事を両立できるか ?

愛知医科大学病院耳鼻咽喉科 助教

◆請 演 3 【17:20～ 17:40】
「 女性医師による外科学の新時代 」

愛知医科大学病院乳腺・ 内分泌外科 准教授

◆特別講演

第 2菩B

◆挨  拶

◆座 談 会

◆閉会挨拶

第 3部

催 :公益社団法人愛矢□県医師会

催 :公益社団法人日本医師会・ 愛矢□医科大学

援 :日 本女医会愛知県支部

明

彦

充

明

木

槻

柵

若

～私の体験談～ 」

有 元 真 理 子

藤 井 公 人

朝 洋

◆会  場

間い合わせ先 :′ム`益社団法人愛矢□県医師会 医療業務部第 1課 (TELi 052-241-4司 38)

【17:40～ 18:OO】
「 医師賠償責任保険制度について 」

公益社団法人愛矢日県医師会副会長         市 )H

研修医・医学生 座談会

【18:OO～ 18:25】
愛矢ll医科大学病院卒後臨床研修センター長 中 野 正 吾

川村百合加、有元真理子、藤井′ム`人、研修医 1名、医学生2名
ノム`益社団法人愛知県医師会理事      小 出 詠 子

質疑廠笞・ 懇親会

【18:30～ 19:30】
立石プラザ2階フードコート

軽食、ソフトドリンクをご用意しています。 (会費無料)

王

量

後 事前申込不要



「女性医師として働いて ～みんなに助けて

もらつて◆がある～」

愛知医科大学病院

消化管内科 助教 (医員助教)

川村 百合加



女性医師として働いて
～みんなに助けてもらつて今がある～

消化管内科 医員助教  川村百合加

略歴

・ 2002年愛知医科大学 医学部 入学

・ 2008年愛知医科大学病院 研修医

・ 2010年愛知医科大学 ,肖 化器内科入局

(2010年結婚)

・ 2012年～2016年東部医療センター

'肖

化器内科

(2014年 第一子出産)

・ 2016年～現在 愛知医科大学 ,肖化管内科

・ 2016年 愛知医科大学 大学院入学 (現在4年生)

(2018年 第二子出産)



医の問題点

宇カープ

じ て 与
=》

れて、 り

幕報 と二年 (機ね3機)で 7う .0■うで撤 進′ぶつた後、再び服 事が回復亀″ていく.

錦性といと女性臣い鬱韓患阜

醜

鶴

顔

顔

顔

醸

鵬 お 卸 璃 幹
'お

衛ゆ 98● 印 1感

'C'患

t皇饉韓兒● 働鶴ltl軽 ,

8,缶

X由

一 B遺

― 女性

女性医師の問題点

―・妊娠出産等のライフイベントがある。

・ 夫のライフスタイルに影響されやすい。

(夫が医師であればワンオペになりやすい)

・介護の主力になる場合が多い。

・子供の教育問題。
日
Ｈ

▼

サポートなしではキヤリア継続困難



必要なサポート
ピ

ゞ

同期等のサポート

働きやすい医局、病院

。大前提として、自分がやりたいことである。
●教授や部長を始めとした医局員の理解。
●何かあつたときに代理医師がいる(マンパワー)

●ロールモデルとなる医師が存在する。
●保育所の併設、(病児・病後児含める)

。当直や待機の免除がどうか。

・出向先でも当医局もみんな、子育て女医に理解を示してくれている。
・医局員が多い。
日上司に尊敬すべき先生方がいる。
日常に病院に託児所があつた。託児所は医師であることを理解してくれており多少熱が出ていても多めに見てくれる

(愛知県内で保育所に入れなかつた例は聞いたことがない。インターも多い。)

家族のサポート庭1局iのサポート

地域のサポート



家族のサポート

・どちらかの両親が近くにいると良い。
・夫は子供が小さいうちがちょうど働き手であり不在となることが多い。
Eもし肉親が近くにいない場合はファミサポや家政婦等のサービスもある。

日習い事の送迎や発熱時に母、義母が対応
日我が家の場合は私の職場の位置を考え、幼稚園、住居を近くに置いている

同期のサポート
・自分の味方となり支援してくれるパートナー。
・先輩、後輩も助けてくれる味方になる。

地域のサポート
B自 分が生活している地域の方が患者になり必要とされる。
・子供を通して知り合つたママ友の助け。

J病気そのものに加え患者さんの生活面も考えられるようになり見方が変わる



伝えたいこと

。まずは自分のモチベーション。やりたいことが一番大事。

→継続することで言えば男性よりも気合がいるのかもしれない。

・ サポート体制の整つた環境を考えましょう。

・ とにかく、妊娠出産までは我武者羅に働き知識やスキルを身につけましょう。

・ できれば専門医取得する目途がついてからの出産がお勧め。

・ 同期や先輩・後輩が後に大切なサポーターになる。

→大学生活、研修生活を思いつきり楽しんで。それが今後の糧に必ずなる。

・ 医師免許を持つているだけではつまらない。今までの努力を活かしましょう。



(ふ りがな)氏名

役職名

学 歴

属

終

所

最

略 歴

:川村 百合力日(かわむら ゆりか)先生

:愛知医科大学病院消化管内科 助教 (医員助教)

:愛知医科大学医学部医学科卒業

愛知医科大学医学部医学科卒業

愛知医科大学病院臨床研修医

愛知医科大学病院専修医 (消化器内科)

名古屋市立東部医療センター医師 (消化器内科)

愛知医科大学病院医員助教 (消化管内科)

愛知医科大学大学院医学研究科博士課程

臨床医学系内科学専攻入学

平成 20年 3月

平成 20年 4月

平成 22年 4月

平成 24年 4月

平成 28年 4月

平成 28年 4月



「女性医師は、育児と仕事を両立できるか?

～私の体験談～」

愛知医科大学病院

耳鼻咽喉科 助教

有元 真理子



医学生、研修医等をサポートするための会

令和元年11月 5日

女性医師は、

育児と仕事を両立できるか?
―私の体験談…

愛知医科大学病院 耳鼻咽喉科

有元 真理子

妊娠・出産後の女性医師の働き方

過去
〉勤務形態を常勤からパート勤務に変更されることが多い

休職される場合もあり
〉育児をしながら常勤で病院勤務をするための、

受け入れ体制が現在ほど整つていなかつた事にもよる

近年
〉女性医師の割合が増えてきている

〉女性医師が妊娠・出産を機に離職することにより、

即戦力を失い、結果として慢性的な医師不足にも陥る

さらには医師の労働環境の悪循環にもつながる

〉女性医師の離職を防ぎ、サポートする施策が普及

る



男女が社会の対等な構成員として、

自らの意思によつて社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会が確保され、もつて、

男女が均等に政治的、経済的、社会的、及び

文化的利益を享受することができ、かつ、

共に責任を担うべき社会

(男女共同参画社会基本法第2条 )

男女共同参画社会と|よ

男女の性別による固定的な役割分担意識にとらわれることなく

個性で輝くことのできる社会を実現することを目的にしている

男女共同参画社会の実現の為に“

医療現場においても

女性医師が妊娠出産後に、医師として働く事をやむなく

中断したり、キヤリア形成を諦めることなく、

責任を担いながら活躍できるようになることが理想

病院側も体制を整備

・24時間利用できる保育所の併設
E女性医師が働きやすい勤務形態による就労
・当直・オンコールなどの夜勤負担の軽減

など



1経歴

平成17年 3月  愛知医科大学医学部卒業

平成17年 4月 ～名古屋液済会病院にて臨床研修

平成19年 4月 ～垂知医科大学病院耳鼻咽喉科専修医

平成20年4月  愛知医科大学大学院

医学研究科博士課程入学

平成22年 2月 結婚
4月 ～愛知医科大学病院耳鼻咽喉科医員助教

平成24年3月  博士 (医学)取得

愛知医科大学大学院医学研究科

博士課程卒業
4月  日本耳鼻咽喉科学会専門医取得

経歴②

平成25年 7月 ～産前日産後体業、育児休業

平成26年 1月 ～愛知医科大学耳鼻咽喉科病院助教

平成26年 4月 補聴器相談医取得

平成26年 7月 ～愛知医科大学病院に仕事復帰

O時間短縮勤務 :月 ～水曜 8:30～ 15:30
木曜   8:30～ 19:00

平成28年 7月 ～フルタイム

平成29年 4月 ～愛知医科大学メディカルクリニック赴任

愛知医科大学病院でも専門外来を行う

7月  日本睡眠学会認定医取得
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妊娠を機に、産後の働き方について

悩みました

〉今まで我が医局では、女性医師が産後に常勤で働き

続けている例がまれ、医局の体制も整つていない

〉夫の助けは平日は得られない

〉親も勤務しており、常に親に頼ることが可能な

環境下にない

〉子供が熱を出したりと不測の事態が起こつた場合、

自分が対応せねばならない

〉仕事で育児をおろそかにしたくない、子供との関わりは

しつかりと持ちたい、それは親として当然のこと

〉育児にて実質仕事は半人前、医局に迷惑をかけるのでは

そんな中で E B■

〉教授や、医局長が、産後も常勤として復帰できるような

医局の体制を作つてくれた

"病
院に、産前後・育児休業、時間短縮勤務の制度が

あることを知つた

〉「妊娠・出産は女性にしかできず、今しかできない、

仕事復帰を待つています」

そんな言葉に救われた



仕事復帰を決意、しかし“・

〉大学側の体制は整つたが、

保育国入国は思いの他ハードルが高かつた

中途入国であり、市役所でも門前払い

〉愛知医科大学病院の事業所内保育所に

入国できることとなつた

仕事復帰してみて

〉帰宅時間が決まつているので時間がない、当直も困難

産前と同仕事内容をこなすことは現実的ではない

医局の理解を得て、時間短縮勤務から開始した

〉その時々の状況下で、自分が最大限に行える内容で

仕事を継続した

〉産後も、取れる資格はとり、できる限りで学会参加や

発表をし、キヤリア形成にも力をいれた

〉自分の時間が少なくなるので、産前に取得可能な

資格があれば取得した方がいいと感じた

〉育児休業を取得していた約1年で、医学は着々と進歩
ブランクがあくほど、復帰は難しいと感じた



使用した制度

〉産前日産後休業、育児休業

産前6週、産後8週、子供の1歳の誕生日を迎える前日まで

〉深夜業の制限(PM10時～AM5時 )

PM10時～AM5時まで仕事を制限、子供が小学校就学前まで

〉法定時間外労働の制限
1年 150時間、1か月24時間を超える時間外労働を制限

子供が小学校就学前まで

〉短時間勤務
1日 の労働時間を短縮して勤務

〉事業所内保育施設

各個人に合つた条件下で、育児にも重きを置きながら

女性医師が仕事を続け、キヤリアアップをはかる為には

が必要

愛知医科大学病院には、

理解をしてくれる仲間がおり、

女性医師が仕事を継続しやすい環境が整つている

周りの仲間に感謝の気持ちを忘れず、かつ

全力で働き続けたい

E医局員(上司・同僚)の理解

・働きやすい職場環境の確保



氏名 (ふ りがな)

所 属 。役職名

最 終 学 歴

略 歴

:有元 真理子 (あ りもと まりこ)先生

:愛知医科大学病院耳鼻咽喉科 助教

:愛知医科大学大学院卒業

平成 17年 3月

平成 19年 4月

平成 24年 3月

平成 26年 1月

愛知医科大学医学部医学科卒業

愛知医科大学病院耳鼻咽喉科入局

同病院勤務

愛知医科大学大学院卒業

愛知医科大学耳鼻咽喉科 病院助教



「女性医師による外科学の新時代」

愛知医科大学病院

薯L腺・ 内分泌外科 准教授

藤井 ′ム`人



女性医師による

外科学の新時代

乳腺日内分泌外科

藤井 公人

患者や医療スタッフから、いやがらせを受ける

メンター制度の不具合あり

与えられた仕事を成し遂げられない(悩み )

University of Pittsburgh Medical Center

外科研修において男女性差の弊害は?

」ournal of Surgical Research 2018



男女の差とは??
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O医療施設従事医師数の女性割合は19,60/るであり、22年の18.90/ると比べて増加している。

O皮膚科や小児科、産婦人科といつた診療科では女性医師の占める割合は高いが、外科や脳神

経外科などの診療科では、非常に低い。

1000%

800%

60,0%

40,眺

20.0%

00%

※卜中内科、腎内、血内、構尿病、毎内、消内、神内、アレルギー、リウマチ、感染症、心療内科

※2・・・外科、消化善外科、乳腺外科、呼吸器外科、心臓血管外科、気管食道外科、肛門外料、小児外科
※3・・・産婦人稀、産科、帰人科 (出典)平成24年 医師・歯秘医師・薬翻師調査

各国の人口1000人当たり臨床医数 各国の女性医師の割合(%)

※

注1 単純平均とは、各国の人口当たり医節数の合計を回数で割つた数のこと。

注2加重平均とは、全医師数をと人口で苗つた数のこと。

注3ギリシャ・フランス・アイルランド・オランダ・カナダ■ルコIよ研究機関等に勤務し

臨床にあたらない堡節を、ポルトガルは資格を有しており境役で働いていない

医師を含んでいる。            OECD■ eaた h Data2011

注1単韓平均とは、各国の女性医節の謝合を固同で平均をとつたもの。
注2加重平均とは、OECD加 盟園全体における女性医師数を構医師数で割ったもの。
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(参考)一般の年齢階級別就業率

(出典)総務省「平成24年労働力調査」
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66.9%

女性医師の就業率のM字カープ

医8市として就業している率(よ、医学部卒業後、 つにつれて、減少傾向をたどり、

卒業後11年 (概ね36歳)で 76.00/oで最低となつた後、再び就業率が回復していく。

男性医師と女性医師の就業率
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(注)医自市が 25歳で卒業すると仮定 した場合の就業率である。

(出典)平成 18年度F_生労働科学研究「日本の医師需給の実証的調査研究」 (主任研究者 長谷川敏彦 )
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都道府県 (従業地)、 主たる診療科 (外科 1))・ 専門性資格 (外科の専門医2))月
1にみた

医療施設に従事する人口10万対医師数

平成 26(2014)年 12月 31日現在

主たる
L 専門医ω

３５．０
卸
馴
剛
・Ｓ・。
・０・Ｏ
Ｓ・。
ｍ

全国

(主 たる)

221人

全□

(専門医〉

16.7人

北

霊
青 砦 宮秋 山 福 装 栃 群 埼 千 葉

森 手 城 園 7′ 島 親 木 馬 五 葉 京

新 言 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈

潟 山 川 井 梨 野 阜 岡知 重 負都

“

臣庫 良

鳥 島 岡 広 山 韓 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮

取 根 山 島 口島 川 媛 知 岡 賛崎 本 分 崎
繋
,11

和
歌
山

鹿
児
島

沖 全

機 田

注 :1)
2)

外科、呼吸器外料、心臓血管外科、乳腺外科、気管食道外科、消化器外科(胃協外科 )、 肛門外科、小児外科をいう。

外科専門医、呼吸器外科専門医、心臓血管外科専門医、消化器外科尊問区、小児外科専門医のうちいずれかを取得している医師をいう

(例 ξ外科専門医と呼吸器外科専門医を取待している医師は1人として集計 )。
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孤

教授

准教授

助教 (大学 )

乳がん診療に携わる研修医

E女性 E男性

講師

助教 (大学 )

助教 (医員)

助教 (医員)

助教 (専修医)

愛知医大 乳腺日内分泌外科

女性

助教 (専修医)



愛知医大 乳腺 E内分泌外科

女性

教授

准教授

助教 (専修医)

孤

教授

准教授

助教 (専修医)

講師

助教 (大学 )

助教 (医員)

助教 (医員)

助教 (専修医)

助教 (専修医)

講師

助教 (大学 )

助教 (医員)

助教 (医員)

助教 (専修医)

愛知医大 手と腺日内分泌外科

女性

助教 (専修医)



症例検討会開始時間

AM
20%

PM
80%

症例検討会の時間

■開始時刻
終了時刻
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乳腺日内分泌外科の取り組み

チーム全体のduty workは 17時までに終了する

忌憚のない意見交換

個々を大切にする(個性、時間、予定行事等)

チームワークを大切にする(仕事を他人に押し付けない)

医局員を増やす

外科医師の増加 (女性比率が上昇すべき)

グループ診療の徹底 (休暇が取りやすい)

メディカルスタッフの充実 (患者ニーズの増加 )

外科学新時代を築くために



略 歴

氏名 (ふ りがな):藤井 公人 (ふ じい きみひと)先生

所 属・役職名 :愛知医科大学病院乳腺 。内分泌外科 准教授

最 終 学 歴  :名古屋大学医学部卒業

平成 4年 3月

平成 4年 5月

平成 7年 6月

平成 12年 4月

平成 12年 11月

平成 17年 4月

平成 20年 7月

平成 28年 4月

名古屋大学医学部卒業

社会保険中京病院勤務 (研修医)

国立がんセンター中央病院勤務 (外科レジデント)

名古屋大学大学院入学

慶應義塾大学医学部医化学教室 共同研究員

博士号取得

愛知医科大学 乳腺・内分泌外科 勤務

愛知医科大学 乳腺 。内分泌外科 准教授

<専門・資格など>

外科学会専門医

外科学会指導医

日本乳癌学会専門医

日本乳癌学会評議員

日本臨床外科学会評議員



「医師賠償責任保険制度について」

′ム`益社団法人愛知県医師会

副会長

市川 朝洋



医師賠償責任保険制度について

'

愛知県医師会 副会長

市川 朝洋

令和元年 11月  5日

医療安全と保険は両輪

医療事故を発生させないため

の医療安全・安心の確保

万が一医療事故が発生した場

合の対応・補償の準備

2
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― 産婦人科 ・―内科系 ‐一外科系 白一整形外科 ・一眼科

日医医賠責保険における医療紛争の変遷

日医医賠責保険における医療紛争の変遷
②診療科目別付託件数

④患者さん年齢割合

3

85歳以上,2%
85歳以上′6%

75歳 以

上85歳

未満′
12%

75歳以上

85歳未

満,13%

4

平成16年 ～19年 平成26年～29年



送迎自動車によ
る事故

入院食の食中毒

施設による事故

医師・看護師・

職員の確保

自然災害

医療廃棄物による
事故

i l

σ

驚

医療機関

医療事故

医療機関における様々なリスク

個人情報漏えい

火災

誰に対 して損害賠償を請求するか ?

5

震下

看護師

院長

技 師

０
ぃ

Ｌ

難

個人

個人クリニック開設者

医療法人

攀

い

い

患者さん“遺族等

医療機関

6



開設者・管理者の責任、医師等個人の責任

法律上の損害賠償責任

開設者 (法人・

個人)

管理者 (院長)

医師 (勤務医)

看護師 。助産師

等

技師・療法士等

事務職員等

債務不履行責任
(民法415条 )

①

ご参考

第415条 【債務不履行による損害賠償】
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、こ

れによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の黄めに

帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様と

する。

第709条 【不法行為による損害賠償】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害し

た者は、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

第715条 【使用者等の責任】
1.あ る事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行につ

いて第二者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用

者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当

の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2.使用者に代わつて事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3.前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使

を妨げない。

使用者責任
(民法715条 )

○

不法行為責任
(民法709条)

Ｏ

Ｏ

Ｏ

　

Ｏ

Ｏ

O

7
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医療事故の特徴

【ケース】
検査で異常なしと言われたが、3か月後に別
の医療機関でがんステージ|||と 診断された。

【他の事故と医療事故の比較】

その過失 (注意義務連

反)と結果との間に因

果関係があるか ?
結果

(患者さん

の容態)

過失 (注意義務違

反)があつたか ?

医療行為

イlil |||十 t'|)イ |(|

車の運転

検査

通行人のケガ

がん (ス テージキ||)

明確

?

無責の主張

明確

?

明確
９

・

医賠責保険に求められるもの

客観的・公正な事実確認

9

予

適正な損害賠償 ● 吟

ヽ r
専門家による交渉 (サポート)

あり なし

損害賠償
責任

日本医師会医師賠償責任保険制度

(日 医医賠責保険制度)

10



2億円

1億円

100万円

日医医賠責保険制度の仕組み

③日医特約保険

②愛知県医師会団体医賠責保険 (100万円保険)

行為者責任 開設者・管理者責任

医療上の事故(日 医保F史制度の自己負担部分〕と医療施設上の事故に関する賠償責任を補償

11

X各種オプション契約につthて (団体割掲120%適用、〕保険期間:1年間、一時払

0勤務医師包括契約(勤務医包括担保追加条項)

②看誰職賠償責任保険(包括契約〕
0医療i走事者賠償責任保険(包括契約〕
0医療機関受託者賠償せ菌イ黒険
0傷害見舞費用保険(障害見舞用担保追加条項〕
0人格権慢害l黒険(人格権慢害担保追加条項〕
0医療廃棄物排出者音任保,史

0情報メディア保険t隋報メディア担l黒追加条項〕
0雇用慣行賠償責任l黒険
0借京人略慣責任保険(惜家人賠償責任担保追加条項)

0役職員栃害保険(障害担保追加粂項、特定感染症危険担保追殉8条項〕

契約型

保険全額 保険料

医師特約条項 医療施設特約条項

i診療所につき対人賠償 対人賠償 対物賠償

I事故 1年間 i名 1事故 1事故

A100 100万円 300万円 |億円 10億円 2J000万円 7,314円

A50 100万円 300万円 5,000万円 5億円 |,000万円 7,032円

12



【特長1】 訴訟や交渉など解決まで医師会が全面的に支援

交渉・調停・訴訟と損害賠償請求の形態は様々ですが、責任の有無を合めて解

決までは長期間にわたることが多く、日医医賠責保険制度では、都道府県医師

会に委任することで医師会が窓口になり弁護士等を含めて解決までのサポー ト

を行います。

損害賠償請求

付託・サポート

渉
停
訟

変
調
訴

医事関係訴訟の判決では約82%
が、医療側の責任はないと判断

されている。
*平成28年最高裁判所統計

生3

時長2】 専門の調査・審査機関による公正な判断

日医医賠責保険では、事案に対 して複数の医師・医療に詳 しい弁護士による調査・

審査機関が様々な角度から検討し、中立的な判断を行い解決をサポー トしています

有無責の判断 解決方針 解決金額の決定

保険会社

自分の治療に問題はない。

やむを得ない合併症では ?

請求金額は法外だ !

愛知県医師会

与
代理人委嘱

弁護士 (顧問等)

日本医師会

医師

側

患者
さん

側

泌尿器科

麻酔科 小児科

外科 眼科

内科 精神科

皮膚科 弁護士

整形外科 保険会社

耳鼻咽喉科

産婦人科

脳神経外科

医師・弁護士・保険者 計28名 で構成

医学関係学識経験者6名

法律関係学識経験者4名

賠償貴任審査会

愛知県医師会医事紛争特別委員会

⇔

日医医賠黄調査委員会

14



日医医賠責調査委員会の基本コンセプ ト

1日公平中立な医学・法律的判断 (標準的な医療の範囲か否か?)

診察 (検査など) 診断 治療 (投薬、処置・手術など)

経過観察 (事後対応) 説明と同意

などの妥当性や適切性

・医療現場 (基幹病院、一般病院、診療所)

による医療水準を考慮

・Retrospectiveな 議論ではなく !

・専門分野か否か

(担当医の専門性 :夜間 。救急など)

。案件の発生時期とガイドラインや指針の

普及時期

・結果責任論とはしない ! など

日医医賭責調査委員会の基本コンセプ ト

2 会員救済

医賠責保険制度の設立の理念を踏襲

患者救済

調査小委員会での適正な賠償金額の検討

(不当に安い賠償金額の設定は無い)

先生方から付託された資料を基に、調査委員会・審

査会で繰 り返 し審議 し、会員ならびに顧問弁護士に

わかり易い『医学的な論点』を作成

3

15

レポート項目

タイトル

患者 :年齢、性別、職業

既往症等

経過

紛争の経過、患者の申立て

都道府県医師会の見解

医師側の見解

医学上の論点

結論

16



日医医賠責保険と医療事故調査制度の整理

一
田

賠償責任の有無

患者遺族による損害賠償請求

(患者遺族が判断)

都道府県医師会委員会

(医事紛争委員会等)

日医調査委員会・医賠責審査会

院内事故調査調査

医医 (審査会)回答

責任の有無に応じた交渉

原因究明と再発防止

予期せぬ死亡と判断

(医療機関の管理者が判断)

目的

起点

院内事故調査報告書

遺族への説明

結果

遺族対応

終結 ・有責事案は示談・和解等
。無責事案は請求棄去コ

・医療事故調査・支援センター
ヘの報告
。再発防止策の実行

事故調査

(医療事故調査制度)

1ア

医療紛争に関する文書 (日 医付託資料)の取扱いについて
民事訴訟における文書提出命令における一般開示義務と除外事由の要件

民事訴訟法では、民事訴訟における真実発見の要請と文書開示による文書

所持者の不利益を調整するとの考え方から除外事由を除いて、一般的には

文書提出義務がある。

除外事由 (民事訴訟法220条四号二)自 己利用文書

【除外事由の要件】

①内部文書性

もっぱら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部に開示する

ことが予定されていない文書であること。

②不利益性

開示によって所持者に看過しがたい不利益が生ずるおそれがあるも

のであること

③特段の事情 (例外的な場合に該当性否定するもの)

第220条 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。

四 前 3号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
二 専ら文書の所持者の利用に供するための文書 (国 又は地方公共団体が所持する文書にあっ

ては、公務員が組織的に用いるものを除く。)

18



医療紛争に関する文書 (日 医付託資料)の取扱いについて

医療紛争に関する文書 (日 医付託事案資料)は民事訴訟法220条 4号二

の自己利用文書に該当するため文書提出義務はない。

1.医療紛争に関する文書 (日 医付託事案資料)は、日本医師会医師賠償責任保険

制度の当事者である会員医師、日本医師会、保険会社間で保険契約に基づく権利義

務関係を判断するために、郡市区医師会や都道府県医師会を通 じてや り取 りされる

ものである。

2.文書の内容は、単なる事実の報告にとどまらず患者側の態度や医療の専門家と

しての意見などにも及んでおり、忌憚のない評価や意見を記載することが予定され

ているものであ り、同制度の関係者以外の外部に開示されることは予定されていな

い文書であるから、「専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部の者に開

示することが予定されていない文書」である。

3.仮に外部の者に開示されるとなると、訴訟についての自由な意思形成が行えな

くなったり、医療の専門家としての忌憚のない評価や意見を記載することが妨げら

れて しまうなど、開示によって所持者側に看過 しがたい不利益が生ずるおそれがあ

る。

19

医療紛争に関する文書 (日 医付託資料)の取扱いについて

(医賠責保険事故・紛争通知書について裁判所の判断)

(最高裁判所平成23年9月 30日 第二小法廷決定・大阪高裁平成29年3月 29日 決定)

保険会社に提出した事故報告書は、民事訴訟法220条4号二の除外事由

に該当し開示義務はなしとして申し立てを認めなかつた事例

医療行為に起因する損害賠償請求を提起するのに先立って、患者

側から地裁に対 して診療に関する証拠保全手続きの申し立てを行っ

た。

申し立てには診療録等の他に「医師会に提出された事故報告書そ
の他医賠責保険に関して作成された記録一切」が含まれていたため、
医療機関側は事故報告書の提出を拒否したところ、患者側から裁判

所に対 して提出命令の申し立てがなされた。

地裁ではこの申し立てを却下。患者側から高裁に対 して不服申し
立て (即 時抗告)を行ったが、高裁でも抗告を棄却。

これを不服として患者側が最高裁での審理を求めて抗告し、それ
に対 して最高裁が判断を下したもの。

医療紛争に関する文書 (日 医付託事案資料)は非公開であり提出はしない
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提示命令申立却下決定に対する抗告事件 (参考 )

(最高裁判所平成23年9月 30日 第二小法廷決定・大阪高裁平成29年3月 29日 決定)

ある文書が、その作成 目的、記載内容、これを現在の所持者が所持するに至るまでの経緯、そ

の他の事情から判断して、専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部の者に開示するこ

とが予定されていない文書であって、開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし

団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど、開示によつて所持者のイ貝llに看過し難い不利益が

生ずるおそれがあると認められる場合には、特段の事情がない限り、当該文書は民訴法220条4

号二所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に基たると解するのが相当である(最

高裁平成11年 11月 12日 第二小法廷決定・民集53巻 8号 1787頁参照)。

抗告人は、保険会社と医療機関との間に保険契約が存する場合に、保険会社と医療機関とは別

個に意思決定を行うことが予定されていること、相手方と保険会社とは、本来的に利益相反関係が

存し、ひとつの団体を形成することイこはならないことから、保険会社は医療機関の「内部の者」であ

るとはいえない、と主張する。しかし、文書が意思の伝達手段であることからして、文書の作成者と

所持者で別個の意思決定を行ったり、利益相反関係が存したりする場面があることはむしろ当然

であって、そのことから直ちに、碧該文書が専ら内部の者の利用に供する目的で作成されなかつ

たとはいえない。

本件書類の原本は、医療機関が自ら契約していた保険契約の利益を受けるために、保険契約

上の義務として作成したものであるが、その内容は、単なる事実の報告にとどまらず、患者側の態

度や医療の専門家としての意見などにも及んでおり、保険契約の送事者である医療機関と保険

会社双方が、保険契約に基づく権利義務関係を判断するために、忌たんのない評価や意見を記

載することが予定されている文書であるから、銀険契約の当事者である医療機関及び保険会社

以外の外部者に開示されることは基本的に予定されていない文書であつて、本件書類の原本作

成に当たつて、保険会社は医療機関にとつての外部者ではなく、内部者に当たるといえる。

また、抗告人は、個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりする場合に自己利用文書

として文書提出義務の例外とされるのは、自己の意思を決定するに至る内心の葛藤のプロセス

までは開示の対象とすることが相当でなく、本件書類の原本における「身体障害発生の状況とそ

の原因」、「患者側のクレーム内容」、「患者のクレームに対する反論・見角早」は客観的な事実及

び既に形成された相手方の意思が記載されているにすぎない部分であるから、提示されるべき

であると主張する。しかし、自由な意思形成が阻害されるか否かについて内心の葛藤のプロセス

開示の有無に限つて判断する理由はないし、本件書類の「紛争になることを認識した日および

その理由」、「身体障害発生の状況とその原因」、「息者側のクレーム内容」、「患者のクレエムに

対する反論・見解」、「事故の背景。要因」の部分は、まさに将来提起される抗告人の相手方に

対する訴訟における訴訟戦略に関わる部分であつたり、医療の専門家としての意見であったり

するため、これが訴訟前に抗告人に対して開示されるのであれば、相手方の訴訟についての

自由な意思形成を本件書類作成にあたつて行えなくなつたり、医療の専門家として忌たんのな

い評価や意見を記載することを妨げたりしてしまう。さら1こ 、上記以外の「初診時の状況」、「初診

時より身体障害発生までの経過」、「身体障害発生後の医療上の処置」などの部分は、形式的

には事実の報告に当たるが、「身体障害発生の状況とその原因」、「事故の背景。要因」と重複

する内容を含んでいるし、当審において実施したインカメラ手続 (民訴法232条 1項、223条 6

項)においても、本件書類は、結局、形式的には事実の報告に当たる部分も含めて、一体として

忌たんのない評価や意見を記載されることが予定されている文書であると認められるのであるか

ら、開示によつて所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあるということができる。

以上によれば、抗告人の主張は、理由がなく、抗告人の提示命令申立てを去「下した原決定

は、相当である。
よつて、本件抗告は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり決定する。
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産業医の活動 (職務)と 医賠責保険

日医医賠責保険は、医療行為によって生じた身体の障害につき損

害賠償を請求された場合が対象となります

【日本医師会医師賠償責任保険運営に関する協定書】第11条 (医療行為の範囲)

特別約款第1条 (保険金を支払う場合)に規定する医療行為とは、現在の医学により是認さ

れる診察・治療などの行為をいう。

活動 (職務)内容によって医賠責保険の対象とならないケースがあります
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道交法改正に伴う認知症診断と賠償責任

医療行為 =認知症高齢者の運転免許更新に関する診断書作成

免許更新後 運転中に事故

※第二者から会員に対 して直接請求以

外に運転者に対 して請求後、運転者か

ら会員に請求があつた場合も合む。

①健康診断 ⑦調査・再
発防止④労働者の健康管理②面接指導

NO為 ?

⑥労働衛生
教育

③作業環境の
維持管理診察・治療

⑤健康教育日健康
相談

YES

賠償請求者 (被害者)が誰か ?

第二者 (交通事故の相手方)※高齢運転者 (医療行為の対象者)

身体障害あり
身体障害なし

財物損害のみ
身体障害なし

財物損害のみ

医療施設賠償責任保険

(都道府県医師会100万円保険に付帯)

責任の有無の判断

医療行為 (診断書の作成)に過失があるか ?

その過失と結果に因果関係はあるか ?

身体障害あり

日本医師会

医師賠償責任

保険
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介護医療院の取扱い

介護医療院

今後、増加が見込まれる慢性期の医療四介護ニーズヘの対応のため、「日常的な医

学管理が必要な重介護者の受け入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施

設」としての機能を兼ね備えた新たな介護保険施設

(平成29年の介護保険法改正にて創設、平成30年 4月 より開始 )

3階

A病院

介護療養病棟
(30床 )

2階 一般病棟
(50床 )

1階 診察室・レントゲン室

3階

A病院
A介護医
療院

介護医療院
(30人 )

2階 一般病棟
(50床 )

1階 診察室・レントゲン室
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1.日 医医賠責保険
医療行為によつて生じた身体障害について日医A会員が損害賠償を請求された場合を対象としており、日本

国内で行われた医療行為であれば施設は問わないため、介護医療院で行われた医療行為についても対象

2.日 医医賠責特約保険
(1)介護医療院を補償対象施設に追加(ただし法人立介護医療院については定員99人以下が対象)

(2)掛け金は介護医療院の定員が19人以下は「診療所」、20人以上は「病院」に準じて同じ掛け金を適用

※ 定員19人以下の介護医療院 年間2万 円

定員20人以上の介護医療院 定員数に応じた掛け金

医療紛争発生時の対応について

「日医の指示に基づかない支払、約束」

会員独自の判断で被障害者側に「賠償金(見舞金も同様)」 、「治療費・生活費」の支

払いをした、あるいはこれらの約束をした事案については、付託されても日医医賠責

保険の適用ができないことがあります。特に緊急に対処することが必要と思われる

事案については必ず事前に郡市区日県医師会に相談してください。

「事故報告及び付託手続」

会員が損害賠償請求を受けた場合には、その内容を遅滞なく通知しなければならな

いことになつています。したがつて、損害賠償請求を受けた会員が速やかに神奈川

県医師会に事故報告をお願いします。当たつては100万円を超えると都道府県医師

会が判断した場合となります。

_.鰐出
「

"ゞ
ヽ
―

 dB
ロロHE

治療費等立替の約束・支払はしない

損害賠償請求を受けた場合は速やかに報告
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勤務医・研修医の医賠責保険料引き下げに伴う日医会費の引き下げ

日医の組織強化の一環として4月 1日 より医賠責保険料を見直し、勤務医 (A② B)、 研
修医 (A② C)会員の会費を引き下げ、臨床研修や新たな専門医資格の取得をめざす若
い医師の負担が大幅に緩和されます。

ご清聴ありがとうございました
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126,000円

(66,000円 )

変更なしA①
126,000円

(66,000円 )

△14,000F¬
68,000円

(40,000円 )

△ 43,000円
39,000円

(11,000円 )

82,000円

(54,000円 )
A②B

30歳以下

△ 18,000円

39,000円

減免後

33,000円

(33,000円 )

A②C
21,000円

15,000円 (減免適用後)

(15,000円 )

28,000円 変更なしB 28,000円

6,000円

0円 (減免後 )
変更なし

6,000円

0円 (減免適用後 )
C

会員

区分

会費

(医賠責保険料等充当額 )

現行 増減改定後 (案 )
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氏名 (ふ りがな)

所 属・役職名

最 終 学 歴

略 歴

市川 朝洋 (い ちかわ ともひろ)先生

公益社団法人愛知県医師会 副会長

慈恵医科大学医学部卒業

1975/手 5月 ～ 1976年 3月

1976年 4月 ～ 1980年 3月

豊橋市民病院研修医

名古屋大学大学院医学研究科

医学博士取得

名古屋大学付属病院第 2内科

豊橋市医師会理事

愛知県医師会理事

日本医師会代議員

豊橋市医師会理事

日本医師会常任理事

愛知県医師会副会長

198

199

200

200

200

201

201

0年 4月 ～ 1982年 7月

8年 5月 ～ 2004年 i3月

4年 4月 ～ 2016年 5月

6年 4月 ～ 2016年 6月

7年 4月 ～ 2012年 3月

6年 6月 ～ 2018年 6月

6年 6月 ～現在

<専門・資格など>

消化器内視鏡専門医

消化器病専門医

内科学会認定医

日本医師会認定産業医

人間 ドック認定医

日本消化器がん検診学会認定医

<主な役職>

医療法人光生会理事長 (1982年 8月 ～)

愛知県豊橋警察署警察医 (委嘱)(2005年 3月 ～)

豊橋税務署 (委嘱)(1982年 10月 ～)

愛知県学校保健会県立学校部東三河支部 理事・学校医

(1982年 9月 ～2017年 3月 )(委嘱)
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